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開議 午前９時04分

開議の宣告

○議長（吉本幸一君） ただいまの出席議員数は30名でございます。定足数に達しております。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

日程第１ 一般質問

○議長（吉本幸一君） 日程第１、一般質問を行います。

質問の通告がありますので、順次発言を許します。

17番 日比野 昇君。

○１７番（日比野 昇君） おはようございます。17番 日比野でございます。

私は２点についてお尋ねいたします。通学路の安全対策について信号機の設置をということ

と、本田校区にコミュニティセンター（仮称）建設をお願いしたいということで質問させてい

ただきます。

交通安全対策として、本庄・大野線が開通して３年がたちます。通行量も多く、朝のラッシ

ュ時には１時間に五、六百台が通るということでございます。一家に２台から３台と言われて

おります。そのために生活道路まで入ってくる状態で、まさに車社会であり、事故が多いので

す。また、40年余りＰＴＡの皆さんが雨の日も雪の日も子供たちの事故防止のために旗を持っ

て立って活動されております。本当に御苦労さんです。頭が下がります。

そこで通学路の信号機ということで、細かく説明してございますが、県道大野線の野中さん

のところ、旧県道、関谷さんのところ、それから魚伴のところ、７月に死亡事故がございまし

た。穂積北中、管理棟のところ、まだたくさん危険な場所は瑞穂市にはあります。早急に１ヵ

所でも結構ですのでお願いしたいということで、信号機のことはここで閉じさせていただきま

す。

次に本田校区にコミュニティセンター建設をでございますが、瑞穂市は岐阜・名古屋のベッ

ドタウンとして発展を続けております。人口も増加し、どの自治体の公民館も20年から25年た

った建物であり、狭く、すし詰め状態であります。何事もできない状態である。また、いつ来

ても不思議ではないと言われております東南海地震の避難場所として、また老人会、子ども会、

自治会の地域のコミュニケーションの場所としていろいろ利用できると思います。

そこで先日、松尾市民部長と役員代表よりいろいろ話をし、内容を説明してお願いしてあり

ます。一日も早く建設してほしく、代表者、区長、自治会の皆さんのお願いであり、市長のイ

エスの決断をお願いいたします。よろしくお願いします。

再度、答弁によっては質問しますので、よろしくお願いします。以上です。
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○議長（吉本幸一君） 関谷総務部長。

○総務部長（関谷 巌君） ただいまの日比野議員さんの御質問にお答えをいたします。

通学路の安全対策について信号機の設置をということでございます。

市内の危険箇所に信号機の設置をということでございますが、信号機の設置につきましては

いろいろな角度からの条件整備が求められてまいります。設置基準の中には、道路の縦横断勾

配だとか、交通量の関係だとか幅員、そしてまた想定される横断人数、また退避所の有無、そ

して車両がその手前で安全に停車することができるかどうか、設置場所の状況が重要な条件と

なってまいります。

交通事故は、車対車、車対人などいろいろな対応がございますが、交通規制、そして歩車道

の分離帯の設置等によりまして、物理的に人と車両とが接触する機会を削減すれば、交通事故

の絶対数は減少してくるものと考えております。

議員に御指摘をいただきましたように、多くの設置要望箇所があるわけでございますけれど

も、御指摘をいただいております４ヵ所の危険箇所の状況をつぶさに調査をいたしまして、状

況把握をしてまいりたい。そして、その設置に基づいて検討をさせていただきたいというふう

に考えております。また、公安に対しましても積極的に市の方から要望してまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただきますようお願いを申し上げまして、答弁といた

します。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、松野市長の方から答弁を願います。

○市長（松野幸信君） コミュニティセンターの件につきまして、私の思いをお話しさせていた

だきます。

地域の一番基本というか、大切にしなければならないことは、人との触れ合い、あるいは共

助といいますか助け合い、あるいはお互いの思いやりというものじゃないだろうかと、このよ

うに考えます。その場合に、やはりそういう場所というものが必要だというふうに認識してお

ります。特に最近、一番大切な家族というもののきずなというもの、あるいはいろんな形での

つながりというもの、あるいは生活力というものが落ちてきておる段階におきましては、地域

での助け合い、交流というものがより重要性を増しておると思いますので、そういう意味でそ

ういう場所づくりというものについては力を入れていかなければいけないと考えておりまして、

私としては瑞穂市全体の中でそういう場所というものをそれぞれの地域において配置していか

なければいけないと、このように考えております。そういう意味では、本田地区に限らず、全

市の中でこの問題について考えていくということが一番大切だと思います。

御指摘の本田地区におきましても、そういう意味での施設につきましてはまだ不十分だとい

うことも十分に認識しておりますが、どのような形の施設をつくっていくのがいいだろうかと

いうこともまたあわせて考えていかなければいけないと思います。各地域に配置いたしますコ
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ミュニティセンターが全く同じような性格の金太郎あめのような形のものではなくて、それぞ

れの地域の特性を持ち合ったような形の施設を考えていき、そしてまたその施設をその地域だ

けじゃなしに瑞穂市全体の方が利用し合うというような形で、地域に限定しない広い交流の一

つの拠点としても利用できるようなものにしていかなければいけないんじゃないかと思います。

そういう意味で、この問題につきましては、私どもといたしましてもいろいろと検討を進めて

おりますので、またいろんな点で適切な御助言がちょうだいできれば非常にありがたいと、こ

のように考えております。

〔17番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、日比野君。

○１７番（日比野 昇君） １点目の信号機の問題ですが、この問題は、今、部長から言われま

したのは十分承知しております。そこで、今、常滑市が相当交通安全の対策として、今度、飛

行場ができるということで安全対策に協力しておりますが、そのためにも片方の道が狭いとか

広いとかという問題じゃなしに、やはりここで事故を防ぐということで、非常に常滑市は力を

入れておられます。５日のテレビでもそういう話がやっておりましたが、ここに市長さんが見

えますから、そういうことを言ってはどうかと思いますが、市長さんが先頭となって、ＰＴＡ

やら全家庭の主婦、婦人会、いろいろな方から指摘さておる問題でございますので、かえって

狭い道から広い道へ出ることによって事故が多いということを言われております。

ここで個人的なお話をしては申しわけないんですが、議長のとこの信号機でも、あれは点滅

信号ですが、押しボタン式になっております。あそこは広いかといえば広くはございません。

南北のとこは車がいっぱい通らんならんと。あそこも一応は瑞穂市になったんですから、そう

いうところもございます。それから東京のあきる野市を見てきたんですが、ここは２回ほど合

併の問題で行きましたが、あそこも随分近くに、 100メートル近くにあるところも信号機があ

ります。そういうことでぜひともひとつ考えてもらいたい。よろしくお願いします。

それから２点目ですが、これは答弁はよろしいんですが、２点目もひとつ予算化を16年に、

市長さん、何とか皆さんと協力して予算化を願いたいと、こういうことで質問を終わらせてい

ただきます。以上です。

○議長（吉本幸一君） では続きまして、４番 吉村武弘君の発言を許します。

○４番（吉村武弘君） ４番 吉村でございます。

市長に「あかつき」のビラについて御質問させていただきます。

「松野市長、市長選前に現助役とＸ氏に助役を約束？無投票工作の疑い浮上！」「公選法違

反の疑い」「松野市長らの告発を検討」「吉本幸一現議長、澤井幸一現副議長、武藤善照現議

員が立ち会いとの情報」と、まるで三流週刊誌のスキャンダル記事を思わせるような大きな活

字が並んだ「あかつき」のビラが多数市内にばらまかれています。６月の市長選への立候補を
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Ｘ氏が辞退する見返りに、松野市長就任時にはＸ氏を助役にするとの約束を交わした。これは

公選法違反であるということが書かれています。

市長、現助役、吉本議員、澤井議員、武藤議員と実名で出ていますが、Ｘ氏がだれであるの

かわかりません。Ｘ氏がだれであるのかはっきりしなければなりません。Ｘ氏がだれであるの

かわからない市民が多く、いろいろな憶測があり、迷惑をこうむっている人もおられるようで

す。私の推測では、Ｘ氏とは元巣南町長、堀孝正氏と思われますが、いかがでしょうか。

松野市長らを公選法違反の疑いで捜査当局への告発する準備に入ります。もし西岡一成議員

が虚偽の事実を指摘したのであれば、松野市長らは名誉棄損で告訴すべきです。それをしなけ

れば、答弁ではその事実を否定しても、実質的には認めたと判断されても仕方がありませんと

あります。「あかつき」のビラの発行日は10月４日になっています。告発の準備に入りますと

書かれてから２ヵ月になりますが、公選法違反で告発を受けられているのでしょうか。

新聞報道によりますと、西岡議員ら４人が12月３日、県警捜査二課に告発したとありますが、

いかがでしょうか。そして挑発的にも、西岡議員が間違っていれば名誉棄損で告訴せよとあり、

また松野市長はみずからしらを切り通す腹づもりでしょうか。地獄の１丁目の扉は閉まったの

ですから、いさぎよく事実を認めるべきですと書かれています。これについてどのように考え

られるのでしょうか。名誉棄損の告訴についてのお考えはいかがでしょうか。

このビラから読み取れるものは、西岡議員自身が西岡議員の入手した情報の信憑性が高いと

書かれており、議員自身の自画自賛であり、一方的な情報の垂れ流し、考え方であり、間違い

であったときの自身の責任のとり方は一切書かれておりません。長期間かけて大量のビラをば

らまき、御丁寧にも２度も同じポストに入れられていたところもあるようです。また、以前の

「あかつき」のビラに比べて、発行者、西岡一成、西岡妙子議員の名前が非常に大きくなって

いますが、このビラは何か別のところに目的があるようにしか私には思えません。もっとはっ

きり申し上げれば、来年４月の市会議員の選挙用のパフォーマンスであり、売名行為でしかな

いと思われます。恐らく、今議会終了後には「あかつき」のビラがまた出されるでしょう。そ

してこう書かれるでしょう、「県警捜査二課、公選法違反、告発状受理」と。

ここで間違えていけないことは、告発の書類を県警が受理したということだけであり、告発

の内容が事実かどうかとは違うということです。また、こういうことが書かれれば市民に勘違

いをさせるような情報がまた垂れ流しされると私は心配します。これについてどのように思わ

れるんでしょうか、御答弁をよろしくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 吉村議員のお尋ねに対してお答えさせていただきます。

御質問は２点かと思います。まず「あかつき」に書いてある内容について事実かどうかとい

う御確認と、それからこの取り扱いに対してどう考えておるかということかと思います。
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まずＸ氏はだれかという御質問ですけれども、これは個人の問題もございますのでストレー

トには申し上げにくいと思いますが、吉村議員の御推測は当たらずとも言えず、遠からずとい

うところじゃないかというふうに思います。

名誉棄損で告訴するかどうかということですが、私としてはこの問題は西岡先生が勝手にお

やりになっていることであって、目くじらを立てるようなことじゃないと思っていますので、

私としては全然こんなところで争う意思はございません。

告発はどうかということでございますが、現段階におきましては、私どもとしてはまだ県警

からの照会も何もございませんし、告発状を私が入手しておるわけではございませんので、新

聞情報以上のものは持っておりません。いずれにいたしましても受理されたんですから、何ら

かのお尋ねはあるだろうと、このように思っております。

それでは事実はどうかということになれば、前回、西岡一成議員の御質問に対して答弁した

とおりでございます。私は、こういう問題につきましての取り扱いということにつきましては、

やはり情報というのはしっかりとした論拠を持って議論されるべきではないだろうかと。要す

るに、一般的なうわさ話、特に私はこういう話があると議論をするときに、自分の考え方を入

れないで、周囲の世論だとか、人が言うておるからこうだとか何だとかという形で、要するに

自分の意見を世論にすりかえたような形での議論の展開をされるケースが非常に多いのでござ

いますけれども、それが例えば世論であっても、しっかりとしたいろんなことを発言する場合

には、それに対しての自分の考え方というものに立脚した形でいろんなことは議論が展開され

なければいけないと、このように思います。

それからもう１点申し上げれば、また先ほどちょっとお話ししたことに戻るかもしれません

けれども、私どもとしてはいろんな議論を展開していくときに、そのベースになる情報あるい

はデータというものに対しては、しっかりした根拠あるいは分析をしたもので議論を展開され

るべきではないだろうかと、このように考えております。

〔４番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、吉村君。

○４番（吉村武弘君） ただいまの御答弁で市長のお考えはよくわかりましたが、ここではっき

りしていかなきゃいかんということは、だれが何の理由でだれを告訴したかということがはっ

きりわからないわけなんですよね。ですから、だれがというのは、私は恐らく西岡一成議員、

それから妙子議員、それともう１人、４人ということが書いてありましたから、現職の議員、

それと元議員、これが告訴した人だと私は推測するんですね。いわゆる公選法違反でだれを告

発したかということになれば、市長と吉本議員、澤井議員、武藤議員、それからもう１人Ｘ氏、

これは推測で元巣南町長の堀孝正さんだという気がするんですけれども、ここの傍聴席にも報

道関係者の方は来てみえますのでお願いしておくんですけれども、だれが告発したかというこ
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ともしっかり書いてもらいたいと思うんですよね。その辺のところ、Ｘとか何とかということ

でもやもやにされて非常に迷惑をこうむっている人が現実にあるわけなんですよ。ですから、

これはしっかりとさせていただきたいということと、それから中日新聞によりますと、具体的

な内容のテープがあって信憑性が極めて高いと西岡議員は言っておられるんですけれども、具

体的なテープがあるということは、テープを前にしてしゃべったんじゃないだろうと思うんで

すよ。ということは、電話か何かのときのテープを録音されたか、またはポケットか何かにし

まっておいて録音されたか、こんなものは武富士のやっておる盗聴と似たりよったりじゃない

ですか。ましてや議員がかかわってそういうことをやるということは、非常に僕は議会として

恥ずかしいわけなんですよ。本来議員は瑞穂市をどのようにしていくべきかということを考え

ていかなきゃいかんのに、市長の足を引っ張るようなことばかり考えて、何か違法なやり方で

やっておるということを、テープを隠してやったなんていうことであれば、市民は常に気をつ

けなきゃいかんということなんですよね。電話をかけておるとき、いつ録音されておるかわか

らないと。そしてまた我々議員も市民と話をして、そのときに下手な冗談も言えないんじゃな

いかということになっちゃいますから、その辺のところは市長はどういうふうに考えられるん

ですか、一遍お答えいただけませんか。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 今のこの情報源とかいろんな問題についてのお話につきましては、私と

しては新聞情報以上のものを何も持っておりませんので、告発をされた４名の方がどなたかと

いうことも新聞情報以上のものを持っておりませんのでよくわかりません。そのあたりは逆に

いろいろと御本人の方々からお伺いいただけたらと、私に聞いていただきましても非常に困る

ということでございます。

それから足を引っ張るというようなお話が今ございましたけれども、私はまちづくりにつき

ましてはいろんな意見があっていいと思っております。ただ、意見が違うからけしからんとい

う話はおかしいと思うんです。絶対にこれだという答えは、はっきり申し上げまして、世の中

にはないはずです。問題は、要するに我々としてどういう考え方からその意見が出てきている

かということの方が大切じゃないだろうかと。いいまちにしたいという一つの願いから出てき

ておるものであれば、やはりそれはいろんな選択肢があるべきでありまして、それをどう選択

していくかということにつきましては、それなりに私ども自身が執行しておる立場でございま

すので、そういう意見を承りながら選択をさせていただきたい。またそれにつきましては、市

民の皆さんからその結果というものについては謙虚に御意見は受けとめていかなければいけな

いと、そのように認識しております。

〔４番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、吉村議員。
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○４番（吉村武弘君） どうもありがとうございました。

それで、私は告発されている件につきまして、市長はそのようなことは全く私はないと思う

んですよね。議長、副議長、それから武藤議員についても信頼をしておりますし、そういう事

実は全くないと確信しております。それで、告発された方がもし間違いであった場合にどうい

うふうな責任をとられるのかということが一切ないと。私は、そういうことであれば、３人の

議員を信頼しておりますから、それが事実であって、もし市長、それから３人の議員が公選法

違反で失職するということであれば、私もここまで言うんですから、一緒に辞職しますわ。で

ありますから、これがもし間違いであった場合に告発された議員は辞職していただきたいと、

私はお願いします。以上で質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、10番 山本訓男君の発言を許します。

○１０番（山本訓男君） 10番 山本訓男でございます。

通告に基づいて、２点について質問いたします。

まず最初は、高規格救急車の配備計画についてでございます。

統計によりますと、14年度の救急車の出場回数は穂積分署で 920回、巣南分署で 300回、年

々増加の一途をたどっております。中でも特に急病の場合が多く、毎年半数以上を占め、続い

て交通事故、一般負傷と続いております。最近では、高齢化や複雑化する社会の影響もあって

か脳疾患や心疾患などの患者の搬送がふえており、特に高齢者の方々が多くなっておる模様で

す。

平成３年に救急救命士法が公布され、またことしの３月には救急救命士法施行規則の改正が

あり、医師の指示を受けないで救急救命士の判断で除細動、いわゆる電気ショックなどの高度

の医療行為ができるようになりました。さらに来年の７月からは気管挿管も認められるようで

す。このように救急業務の高度化は市民の救命率向上につながってくるものと確信いたします。

今後、救急救命士に認められる医療行為に対応していくためにも、早急に高度救命機材を積載

した高規格救急車の導入計画をすべきではないかと考えます。将来計画の考えについて、救急

救命士の養成とあわせてお尋ねいたします。

次に、ブックスタート事業の実施についてお尋ねいたします。

読書の持つ力は、人格形成に大きな効果があることは有識者の一致した考えであります。読

書運動の一つとして、このブックスタートがあります。幼児期から本に触れることにより、考

える力、想像力を大きくはぐくむわけであります。児童文学者の言葉の中に、絵本の中には文

字になっている世界と絵になっている世界の二つがあります。そのすき間を埋めていくのが読

み聞かせであります。また、絵本をお母さんたちが読んであげることによって、子供たちの心

に耳から聞こえる言葉、目で読む言葉の世界が一つになります。そこに見事な世界ができてき

ます。生き生きとした物語世界ができますとございました。乳幼児健診のときに絵本のプレゼ
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ントやお話し会の案内、また良書を選定し貸し出すなど、７ヵ月児、１歳６ヵ月児、２歳児、

３歳児の機会あるごとに繰り返し読み聞かせを実施されてはいかがしょうか、お伺いいたしま

す。

ここで、青森県の取り組みについてちょっとお話ししたいと思います。元ＮＨＫのアナウン

サーである鈴木健二氏が、現在、青森県文化アドバイザーをしておられます。今年４月１日に

青森県庁に日本最初の日本読み聞かせ活動支援センターを設けて、読み聞かせボランティアが

できる人や、やってみたい人に登録しておいていただいております。将来構想として、2030年

までに青森県の全部の家庭に読み聞かせと読書の習慣が根づくことを目標にしておられます。

不登校やいじめ、少年犯罪が多発する中、幼児教育の重要性はますます高まってきます。当市

におきましてもこのような計画をされてはいかがかと、お尋ねします。以上でございます。

○議長（吉本幸一君） 関谷総務部長。

○総務部長（関谷 巌君） ただいまの山本議員さんの質問にお答えをいたします。

高規格救急車の配備計画についてということでございます。御指摘をいただきました高規格

救急車の配備につきましては、現在、旧巣南町エリアを管内にいたしております本巣消防南消

防署に１台配備がなされております。本巣消防では現在四つの救急隊がございまして、そのう

ち２隊に高規格救急車が配置されております。そのうちの１台が瑞穂市の方に配置されておる

ということでございます。ちなみにその南署に配置されております救急救命士でございますけ

れども、４名が配置されておるということでございます。

ところで、御質問の将来計画についてどうかということでございますけれども、救急救命士

法の改正に伴いまして、御指摘をいただきましたように、医師の判断を受けないでその措置が

できるということでございますので、必然と市民ニーズ、市民からの要望も高まってくるとい

うふうに思っております。今後、高規格車両の導入が順次図られてくるというふうに考えてお

ります。

次に御質問の２点目でございますけれども、救急救命士の養成の関係でございますが、消防

職員の救命士養成につきましては約１年間の研修を要するということでございます。これも研

修所の枠がございまして、かなり狭き門であるというふうに伺っております。ちなみに岐阜市

消防では現在21名の救命士、本巣消防では10名の救命士が在職をいたしております。今後も救

急救命士の順次増員を図っていくということでございます。いずれにいたしましても人命救助

を最優先させなければならないということでございますので、高規格救急車の配備、そして救

急救命士の養成・配置につきまして、市民の皆さんからの御要望にこたえていかなければなら

ないというふうに考えております。御理解いただきますようお願いをいたしまして、答弁とさ

せていただきます。

○議長（吉本幸一君） ２点目につきまして、福野教育長職務代理者。
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○教育長職務代理者（福野 正君） 山本議員の御質問のブックスタートについてお答えします。

御承知のとおり、赤ちゃんの成長にはミルクなどの栄養面だけでなく、言葉や心をはぐくむ

ために、親の優しい語りかけをしてもらう時間が大切だと言われています。広い意味でブック

スタートとは、人の肌のぬくもりを感じながら言葉と心を交わす、そのかけがえのないひとと

きを絵本を通して持つことを応援する運動であります。現在、市の保健センターでは、ゼロ歳

児対象の赤ちゃんと、親子とのかかわり方や遊び方などを指導するすくすく広場において図書

館のボランティアによる本の読み聞かせを実施しておりますし、３歳児健診については保育士

による本の読み聞かせ、乳幼児健診の相談や教室での託児のときにも母子保健推進員による本

の読み聞かせなどを行っています。一方、図書館においてもボランティアによる読み聞かせを

毎週土曜日と第２・第４火曜日に乳幼児対象に行うとともに、お勧めの赤ちゃんの絵本などの

チラシも置いて本の貸し出しを進めております。

来年度開館の瑞穂市西部複合センターにおいては、１階が保健センター、２階が図書館であ

りますので、特に乳幼児から小・中学生までの子供向け図書館という特色を出していきたいと

思っておりますし、その中でブックスタートや絵本と出会う親子ふれあい事業、さらに子供の

読書活動の推進事業など、関係部局や地域の方々と協力して、子供の心の安らかな発達と母親

の育児不安の軽減につながるような事業をさらに進めていきたいと考えております。

なお、本の選定につきましても、保育所、幼稚園、小・中学校にも協力をいただいて、子供

にとってよい本に出会えるような進め方を考えていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〔10番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、山本訓男君。

○１０番（山本訓男君） 先月30日に野田３自治会において、防災訓練ということで消防穂積分

署の方に来ていただいて、人工呼吸のやり方とか、簡易担架のつくり方とか、けがをしたとき

の三角巾の利用の仕方等々の講習を受けたわけでございますが、素人は素人なりにそれぞれそ

ういうことを学んでいくのも大事だとは思いますが、やはりいざといったときは救急隊と言わ

れる専門の方の力がどうしても必要になってくると思いますので、ぜひ穂積分署においても高

規格車をできるだけ早く配備していただきたいということと、それからブックスタート事業に

おいては、それぞれ保育園、図書館等いろいろな場所で行ってみえることは承知しております

が、行政として子供たちの豊かな心を育てるために、お母さん方に対してもそういう教育をし

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上でございます。答弁はよろしい

です。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、30番 進藤末次君の発言を許します。

○３０番（進藤末次君） 30番 進藤です。
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議長の発言の許しを得ましたので、ただいまから一般質問をいたします。

私は市議会議員としての任期もあと５ヵ月であり、一般質問も事実上の最後となりますので、

今回は教育問題に絞って質問をいたします。当然、教育とは学校教育、社会教育を含めてのこ

とであります。

私は、昭和50年４月の統一地方選挙のときに最初の当選をさせていただきました。このとき

は旧穂積町の選挙は全町１区の大選挙区選挙になったばかりで、当選者は保守系無所属を除く

と、民社党の篠原君、公明党の中村君と共産党の私が異色の当選者でした。しかし、その４年

後の昭和54年３月議会では、急遽提出された校区別小選挙区制条例が可決され、直後の昭和54

年４月の町議会議員の選挙は以前の校区別小選挙区制の選挙に逆戻りしての選挙になりました

ので、私は強く反対をして頑張り、高位での当選をさせていただきました。その後の結果は、

平成３年の選挙で私が共産党から離れたことから共産党から対立候補が立てられ、私も落選を

しました。その他の選挙では多くの住民の皆さんの御支援で当選をさせていただき、今日まで

頑張ることができました。今は深く感謝をしているところです。

今回、私が事実上の最後の一般質問をなぜ教育問題に絞ったかであります。これまで約30年

の議員としての活動の中で私は多くのことを学び、教えられてきました。議員は住民の代表者

として、住民から直接候補者の名前を書いて投票してもらう選挙で選ばれるのであり、まずう

そがあってはならないこと、議会の内容を報告するのに学者の先生方に採点してもらうのでは

なく、住民の皆さんにわかってもらえるように報告すべきであると私は考え、その立場で議会

報告を続けてきたのであります。昭和50年から今日まで、その議会報告は約 300号になりまし

た。この長い期間には、この議会報告を清流ではなくて濁流だといって批判される議員もあり

ました。私自身、このような圧力に屈せず、よく頑張ってこれたと思っています。このように

頑張れたのには、支持者の方々の御支援だけではなく、多くの方々がよく読んでいただいてい

ることがわかったことであります。これは大きな励ましでした。

私の議会報告は、特定の人たちやマスコミの人たちには目ざわりであったと思いますが、多

くの住民の皆さんから、「読んだよ」「頑張ってくれよ」と言われることが一番大きな励まし

でありました。そして、私のような者が書く議会報告でもこんなに大きな力になっているんだ

と感じたのは、穂積町開発公社事件のときでありました。私は、ある町民の方からこのような

話を聞きました。その方は、穂積町開発公社事件の真っ最中にある新聞社の記者が来て、「穂

積町民はこれだけ毎日のように新聞に書かれてもなぜ立ち上がらないのか。他の町村では、こ

れだけ書かれたらむしろ旗を掲げて町役場に押しかける」と言ったので、その方は「今に進藤

が実情を報告してくれる。多くの町民はそれを待っているんだ」と返答したところ、その記者

は「そんなばかなことがあるか」と言って、ぷんとして帰っていったと言われたのです。

私が最近、多くの市民の方々に言われるのは、進藤が議員をやめて議会報告がなくなるのは
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残念だと言ってくれる人がいることです。このような方々が多くおられることは、それが穂積

町開発公社事件のように、マスコミの記事に左右されない住民の方々が多かったということを

肌身に感じてきたのでありました。このような体験に加え、私自身が町民の方々、特に区長を

されている方や区長経験者の古老から多くのことを教えられたことであります。その中でも最

たるものは穂積町の治水でした。私が共産党の議員であったときに治水問題を書いたのですが、

このとき「水の流れもわからない人間が知ったかぶりをして治水の問題を書くな。書くなら自

分の足で穂積町内をくまなく歩いてからにせよ」と厳しく叱咤されたのであります。私は教育

とはこういうことだと思うのです。

私は穂積駅に21年間勤務しました。もちろんそのときは共産党員でしたので、駅長や幹部か

らは白い目で見られていました。そのような中でも私は国鉄の仕事が好きでしたし、先輩や同

僚もよい人が多くいました。昭和40年も終わりのころだったのですが、神主をされていた棚瀬

三郎二さんの息子で治重さんが名古屋駅の助役をされていて毎日帰りが遅いので、どうして毎

日帰りが遅いのかと尋ねたところ治重さんは、昭和41年は名古屋駅開駅の80周年で、その資料

づくりで毎日遅くなるとの話であったのです。私は、それでは穂積駅は何年になるのかと調べ

たところ、穂積駅は名古屋駅より20年遅く、ちょうど開駅60周年になることがわかったのであ

ります。もちろん昭和41年の汽車まつりは、松野友・当時の町長にも努力してもらって、盛大

な汽車まつりをしたのであります。ちなみに現在のところでいいますと、あと２年半で穂積駅

は 100周年です。

生津小学校は昭和54年４月の開校であり、この直後であったのですが、生津小学校の若い女

性の先生が、学校の授業で自分の住んでいるまちの歴史を教えなければならないので穂積駅の

歴史を知りたいと穂積駅に来られたのであります。このとき私が対応し、穂積駅の60周年のと

きの話をし、資料も渡して、あとは先生の感じられたままを話されたらどうですかと話をした

のであります。それから２週間ほどして、その若い女性の先生が金蝶まんじゅうが50個ほど入

った大きな菓子箱を持ってお礼に来られ、初めて私の言葉が吸い込まれていくような授業を体

験しましたと話されたのであります。その内容は、小学校の子供でも自分の生まれ育った町の

歴史は真剣に聞くものだと話され、いつも授業中でもいたずらをする生徒もじいっと先生を見

詰め、しわぶき一つなかったとのことでありました。その先生は、こんな授業は初めて体験し

ましたとお礼を言われたのであります。

いま一つ事実を明らかにしたいと思います。

私の友人で愛知県の県立高校の先生をしていたのがいるのですが、この先生は授業中にいつ

も悪さをする生徒に、授業中に悪さをするな。授業がわからないのであれば放課後に教えるか

らと言い聞かせ、この生徒らに 四、五人いたということですが 放課後に個別指導

をしたのであります。たしか高校２年生だったと聞いておりますが、数学では高校１年の計算
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がわからず、中３、中２、中１と順次学年を下げた教科書でもわからなくて、これらの生徒が

わかったのは小学校４年生の教科書であったとのことでありました。そこまで下がらなければ

わからない生徒に静かにせよと言っても無理であると話してくれたのであります。これは現在

の学校でも同じではないかと私は思うのです。

私は以前に新聞でも報道された問題で、小学校低学年の児童の中には魚の絵をかかせると切

り身の絵をかく児童がいると言われるが、穂積町ではどうかとの質問をしたのに対し、当時の

教育長は穂積町でも同じとの答弁がありました。このようにしてみると、教育とは何かを問い

直さなければならないのではないかと思うのです。現在の学校教育は、教育とは学校の先生が

決められた時間に授業をすることが学校教育であるかのように思えるのです。今こそ教育とは

何かをしっかり見直さなければならないのではないかと私は思うのです。教育問題は幾つかに

分けるのではなく、生まれたときから年老いて死んでいくまでが勉強、すなわち教育だと私は

思うのです。

教育問題でも、学歴重視の流れからか学歴詐称が目につきます。私は戦時中から敗戦直後の

小学校の卒業生であり、小学校の高等科１年から２年は学徒動員や、学校に帰っても教科書を

墨で塗りつぶすのが授業でしたので、実質、小学校６年生の勉強しかしていません。それでも

少しも恥ずかしいと思ったことはありません。今の社会は学歴偏重なのか、片仮名の横文字を

使う人が学歴が高く見られるのかもしれませんが、自分を立派に見せたいという行動なのか、

新聞報道でも学歴詐称の記事が目につきます。

以前、名古屋であったと思いますが、参議院議員選挙で女性の候補者の学歴詐称が明らかに

なり、失脚したことがありました。その後、衆議院議員だったか、新間昭次も同じような学歴

詐称で失脚しました。また、プロ野球の野村監督の奥さんも学歴詐称で失脚しました。それば

かりか今度は女性２人を殺した殺人犯が、これも学歴詐称をしていたことが新聞でも大きく報

道されました。殺人犯の学歴詐称は無視するにしても、公的な立場にある者の学歴詐称は許せ

ないと私は思います。私たちの身近なところでこんなことがあってはならないと思います。教

育とは、このようなことも含めて、子供のときから年老いて死んでいくまで、お互いがうその

ない生活をしていく、それが人間としての基本的な教育であると私は思うのです。うそをつく

ことはいけないことと、子供のときから厳しく指導しなければならないと私は思うのです。こ

れらは学校だけのことではなく、家庭教育でも重要な内容であるし、また社会教育、高齢者教

育でも大切なことと思うのです。今は、学童保育を含めて保育所、幼稚園の内容がよく議論さ

れています。学童保育も含めて、小さい子供たちの保育は大切です。

これは私の経験ですが、私の息子 今はもう40歳を過ぎておりますが が子供のと

きに、やはり幼児保育をしました。その結果、長時間保育をしてみんなの子供が帰っていった

後、１人残って保母の先生に面倒を見てもらっているとき、先生の言うことを聞くのではなく、
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お母さん迎えに来るかな、お父さん迎えに来てくれるかな、そういう不安でいっぱいであっ

たと、これは最近聞いた話です。ですから、息子は自分の子供 私にすれば孫ですが

が小学校３年生になるまではお母さんはそばについていてやるべきだ。仕事をやめさせてそ

れに専念しました。そういうことを私も見聞きして、それは自分の体験から出たことであるの

か確認をしたのがまだ最近のことです。そういう中で息子の言うのは、やはり自分の体験を大

切にしなければならん。子供の教育というのは、まず親がどうするかということだと言いまし

た。こういう学童保育も、そして幼児保育も、長時間保育も大切です。しかし、これが子供の

ためのものか、それとも親のためのものかについても、お互いに議論を深める必要があるので

はないかと私は思うのです。

そのような議論の中で、市民の皆さんに、行政に要求するだけではなく、市民の一人として

何をするのかについても考えてもらい、発言をしてもらって、協力し合って行動することの大

切さを認識してもらうことが大切と私は思います。いま一つ、現在の広報「みずほ」は行政の

内容も議会の内容も結果は明らかにされていますが、結果に至る経緯がわからないのが多いよ

うに思われます。これらの内容も含めて、瑞穂市における幼児教育、学校教育、社会教育等、

それぞれの場でこの問題をどのように考え努力をされているかについて、市長を初めそれぞれ

の担当から御答弁をお願いしたいと思います。

あと、私の持ち時間は11分です。私は再質問はいたしませんので、自席で御答弁を受けたい

と思います。以上で私の一般質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 福野教育長職務代理者。

○教育長職務代理者（福野 正君） まずもって、進藤議員さんの今日に至るまでの多くの御苦

労、御努力に対しまして敬意を表したいと思います。御自身の御質問の中にもありましたが、

今日までの議員さんの生き方を、現在、学校にいます児童・生徒たちにも折があったら語って

いただけたらと、そういう思いで聞いておりました。

さて議員さんの御質問ですが、余りにも重く、大きな問題をはらんでいることですので、あ

えて本市における地域コミュニティーづくりという視点でお答えさせていただきます。

議員も憂慮されておりますが、今の若者たちの道徳性や規範意識の低下が叫ばれて久しく、

我が国における犯罪件数も増加の一途をたどっております。本市においても学校を取り巻く環

境は例外ではなく、痴漢行為、不審電話等々、児童・生徒や市民生活の安全が脅かされている

出来事も多く発生しております。こういう事態に対処していくためには、地域コミュニティー

づくりの高まりを目指していくことが大切だと思います。

議員の言葉をおかりすると、生まれたときから年老いて死んでいくまでが勉強という姿勢を

市民一人ひとりが持ち、自治会単位や小学校区単位での連帯感を高めていくことが道徳性や規

範意識の高揚にもつながっていくことと思います。そのために教育委員会としましては、より
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一層の小学校区単位でのコミュニティーづくりを目指す活動を工夫して進めていくよう働きか

けてまいりたいと思っております。子供たちに対する教育は学校だけでできる時代は終わった

と認識しておりますし、学校・保護者・地域が連携して子供の教育に当たらねば、次代を担う

光り輝く瑞穂の子は育ちはしないと思います。学校経営に地域の教育力を生かし、子供の教育

に参画していただく機会をより多く位置づけたいと思っております。そのほか、学校教育と生

涯教育とが連携をして、いろんな工夫をして、市民の一人ひとりが存在感を持って地域の子供

たちの教育に当たっていくようなコミュニティーづくりを目指そうと思っております。温かい

人間関係でつながったまちをつくるために、ぜひとも議員の皆様の御理解と御支援をこの場を

おかりしてお願いを申し上げます。

以上、答弁とします。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 進藤議員からあえて答弁をせよというお話でございますので、教育の問

題についての私の考え方を少しお話しさせていただきます。

いろいろと議員が今日までに人生の中で体験されましたことについてお話しをされましたが、

貴重な積み重ねだと思います。私どもは、生きていく中で学ぶものというものはいろいろとあ

るわけでございますけれども、やはり一番大切なことは、汗の中から学ぶということではない

だろうかと思います。それがまた一つの体験だろうと、このように考えるわけでございます。

いろんな意味で教育ということが議論されておりますけれども、私はやはり謙虚に学ぶとい

う姿勢が大切ではないだろうかと思います。ですから、子供たちにも一番基本としてはいろん

なことを学ぶということを教えていかなければいけないと、このように思います。どちらかと

いいますと、今はただ知識を得るというようなことが一つの傾向になっておりまして、それも

知識を得るのに楽をして知識を得るということに非常に走っている感じがするわけでございま

す。例えばいろんなことを調べるにしましても、図書館へ行っていろんな本の中から資料を一

生懸命自分で拾い出してというようなことじゃなくて、インターネットか何かでボタンをちょ

んと押せば、はい、それで答えが出てきたと。それでコピーをして持ってきて、これで私宿題

が終わりましたというような形の傾向というものがえてしてあるわけでございます。むしろそ

うして得た知識よりも、その知識を得るために努力したことの方がより貴重ではないだろうか

と、このように思います。

そういう意味で、最近のいろんな意味での情報化、いろんな形での発達というものがむしろ

架空体験といいますか、バーチャルな世界というものでいろんなことを逆に知り過ぎまして、

本人が知っているつもりでおりますけれども、実質は何もわかっていないというような状況が

今日のいろんな社会的な問題も起こしてきておるのではないだろうかと、このように思うわけ

でございます。そういう意味で、私は地道に努力していろんなことを学んでいくということを
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子供たちにしっかりと植えつけていく学校教育が必要であろうと思いますし、社会環境も必要

だと、このように考えております。それと同時に、そういうふうに子供たちを育てていこうと

すれば、そのお手本に我々がならなければいけないと、このように思います。私どもが世の中

で一番大切にしなければならない規範は何だろうかというところから、しっかりした日常の生

活というものをしなければいけないと思います。

これは私のうちの一つの恥かき話でございますけれども、孫がよく母親に、お母さん、この

前約束したこと守らなかったねということで、よく母親が一本とられて、逆に親の権威で孫を

しかり飛ばしておりますけれども、本当はあまり好ましいことではないと思っております。そ

ういうところで一つ一つ子供は見ながら、いろんなことを学んでいくのではないかと思います。

私は、そういうような環境というものをしっかりとつくっていきたい。学校教育にしましても、

どちらかといいますと先生と議論しますと、指導要領に書いてないと。もっと極端なことを言

うと、学校の指導要領ではそこまではまだ勉強することになっていないんだから、そこまでオ

ーバーランして勉強したら子供はだめだというようなところまで出てくるわけでございまして、

これなんか私は、はっきり申し上げて、走れる者にはどんどんいろんなものを学ばせていくと

いう姿勢が必要だと思います。いろんな点で、私どもとしては逆に考えていかなければならな

い問題は非常に多いと思います。そんな形でお互いが協力し合って生きていける社会をつくっ

ていくためには、それぞれの一人ひとりの人格形成というものが大切だと思いますので、これ

からも教育という問題は瑞穂市のまちづくりの中で最も中心的な施策として取り上げ、積極的

に取り組んでいかなければならないと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、18番 土屋勝義君の発言を許します。

○１８番（土屋勝義君） 18番 土屋でございます。

ただいま議長よりお許しを得ましたので、過日、質問通告をいたしておりますので、五六西

部排水機場の改修に係る見通しについて質問をいたします。

我々の日々生活する瑞穂市、この地はかつて幾多の水害に悩まされてきた地域であります。

しかし、今では各種治水事業が進み、水害などほかごとのような感があります。ちなみに昭和

51年の未曾有の大水害、９・12水害は当時の穂積町の８割が浸水するという非常事態であった

のですが、その記憶も日々の生活の中で薄れ、当時、まだ若年であった市民あるいはその後に

生まれた人々からすると、はるか昔のこととして扱われているのが現状です。しかし、思い起

こせば幾多の水害を教訓として、先人たちのたゆまぬ努力があったからこそ現在の安寧が築か

れているのであり、決して今後もその努力をしなくてよいというものではありません。そして

今、この地の治水対策の総仕上げとも言える、貯水能力を高め、総合的に整備する国の直轄事

業である犀川遊水地事業がようやく形をあらわそうとしています。しかし、決して完成ではあ

りません。そうした現状を踏まえて今回質問するものであります。
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さて、五六西部協議会という組織がありましたが、この組織の前身は五六川西部土地改良区

であります。この土地改良区のエリアは、南から北に順番に言いますと、牛牧地区、十九条地

区、十八条地区にわたる五六川西部の広大な地域であります。この土地改良区は治水事業も積

極的に進め、昭和31年には五六西部排水機場を建設しております。当時としては最新式の排水

機で、多くの住民の期待を集め、過去、幾多の水害に活躍したのは周知の事実であります。し

かし、近年の市の発展と相まって、この五六川西部地域も急激な宅地開発が進み、地区の湛水

能力の低下、さらにこの排水機場も既に46年を経て老朽化が著しいことにより、この地区の排

水を賄い切る能力を完全に失っています。このため我々区域内に住む住民は早くからこの現状

に対して強い危機感を抱き、関係機関及び当局に対し要望や陳情をいたしてきました。最近で

は、平成13年５月10日付で、当時の穂積町長、巣南町長に対して、問題解決策として新排水機

場の設置が急務であるとして、早期実現に対する陳情を牛牧区長、上牛牧区長、下牛牧区長、

十九条区長、十八条区長の連名で行ったと聞き及んでいます。聞くところによると、市当局で

も当然この問題については早くより認識され、犀川遊水地事業の一環として位置づけされてい

るとのことですが、そこでお尋ねをいたします。

この排水機場の改修あるいは新設についての市当局の根本的な方向づけ、考え方はいかがか。

特に、同じ犀川遊水地事業区内である対岸の宝江川には立派な排水機場が整備されているにも

かかわらず、何ら動きのない五六西部排水機場はどうなるのか。市当局として、県・国に対す

る要望、働きかけを含め、どのように考えておられるのか。再質はいたしませんので、よろし

く御答弁のほどをお願い申し上げ、質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 土屋議員のお尋ねに対してお答えさせていただきます。

具体的なスケジュールとかそういう状態につきましては、担当からまたお話をさせていただ

くといたしまして、私としては基本的な考え方についてだけお話をさせていただきます。

今、五六西部の排水機につきまして御指摘でございますが、私どもとしましては犀川水系全

体の治水という問題で取り組んできておるわけでございます。御指摘のとおり、現段階におき

ましては五六西部の排水機場が一番対策がおくれておると申し上げざるを得ませんので、その

辺はひとつお許しをちょうだいしたいと思います。

瑞穂市といたしましては、防災・安全という面から見ますと、水害というのが最重要課題だ

と思います。昭和51年の９・12について御指摘でございましたが、９・12がありましてからも

う20数年、約30年になろうというようなことでございまして、もう既にその水害以降に生まれ

た子供たちが社会で活躍しているというようなことでございまして、水害の怖さというもの、

またその悲惨さということについての実感というものは風化しつつあるということでございま

す。なるほどテレビでよその地区でのいろんな水害の情報はありますけれども、これははっき
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り申し上げましてバーチャルな世界でございます。実際に水の中を歩いた人、水の中で夜を過

ごした人でないと、水害の大変さというものはわからないと思います。戦後だけでもこの地域

は13回水害に遭っているわけでございます。幸いにも、先ほどの御指摘の昭和51年の９・12以

降は大きな水害なしということでおりますけれども、過去の経緯から見ますと、水害というも

のにつきまして私どもとしては努力を怠ることはできないと、このように思います。

さて、犀川水系の治水に対する進め方でございますけれども、御指摘のように、遊水地その

ものの造成計画というのはほぼ完了してきているかと思います。あと大きな課題として残って

おりますのは、今御指摘のございました五六西部の排水機場も含めまして、長良川本川へ排水

をしております第一排水機場、第二排水機場の老朽化、この三つの排水機が非常に老朽化して

きておりますので、これの更新が一つのテーマでございます。それからもうあと２点は、五六

川の犀川の遊水地への切り落とし、牛牧閘門のところの河川改修。それからもう１点は、ＪＲ

のところで犀川が狭くなっております。あの狭窄部分の解決、この三つぐらいが非常に、あと

細かいところはありますけれども、大きな課題かと、このように思っております。

その中で、第一・第二排水機場の老朽化に対する改修につきましては、関係地元の皆様方の

御理解をちょうだいしまして、ようやく着手する段階までに至りました。これだけの工事をや

りますのには数年かかるかと、このように思っております。私といたしましては、その後、間

を置かないで五六西部の排水機の改修につないでいくことができたらと、このように思ってお

ります。大変そういう意味ではペースがおくれてまいりますけれども、その点は格段御理解を

ちょうだいいたしまして、私どもも一生懸命また努力してまいりますので、地元の方からもい

ろんな意味でお支えをお願い申し上げたいと、このように思います。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、水野都市整備部長。

○都市整備部長（水野年彦君） 五六西部の排水機の改築につきましては、国土交通省木曽川上

流河川事務所の犀川遊水地事業、１級河川五六川改修の支障移転事業として施行される計画と

なっております。河川改修断面は約50メートルとなりまして、県管理の牛牧閘門の改築に歩調

を合わせ、牛牧閘門直下流から犀川合流点までの改修に伴う移転となります。

御承知のとおり、現五六川に沿って岐阜県が管理する１級河川起証田川が流れており、末端

に瑞穂市管理の排水機場となっております。排水機の改築は、当然、国及び県の五六川改修事

業とあわせて進められますが、現時点では具体的な協議にはまだ入っておりません。木曽上の

計画としましては、下流部の堤防補強事業あるいは犀川第一・第二統合排水機の改築等を精力

的に進めることを優先し、その後、五六川改修に入ると聞いております。市におきましては流

域全体を見きわめつつ、五六川と排水機の改築の早期着手に向け、国土交通省、岐阜県にさら

に強く要望していきたいと考えております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、１番 桜木ゆう子君の発言を許します。
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○１番（桜木ゆう子君） １番 桜木でございます。

私は、住民検診の信用性について、学校の安全対策、教員の希望転任制度をということで３

点質問させていただきます。

まず住民検診の信用性についてでございますけれども、最近、医療ミス事件がやたら多く報

告され、耳にいたします。中でも、患者の取り違えや、手術の際はさみを置き忘れるなど、耳

を疑うような出来事に人ごととは思えません。病気を治すことばかりが重視され、病人を診る

という人間の心が欠如しているように思います。病院経営は機械のようにオートメーション化

される実態を見直し、安心して命を預けられるよう改善を図ってもらいたいと願っております。

さて、先日のニュースである女性が１度の住民検診で見落とされまして、これは肺がんだっ

たんですけれども、初期の段階で見落とされたわけなんです。そしてまた２度目の検診を受け

たのにもかかわらず、異常なしとの誤診で手おくれとなり、肺がんで死亡したということです。

２度目の検診のレントゲン写真では、だれが見ても肺に異常があるということがわかるわけな

んですけれども、見落としたということです。どうしてそういうことが起きるかということを

ニュースでやっておりましたが、その実態は、住民のバスの中で集めた 400人、 500人という

レントゲン写真を１人の医師がたったかたったかと見るために見落とされるということだそう

です。そしてまた医師が専門医ではなくて一般医師、一般医師というレベルであればだれでも

が見てもいいという国のレベルなんだそうですけれども、ですから発見ができなかったと。そ

のためにがんになって亡くなりましたけれども、その家族の方は、住民検診を信用したために

死亡したことは明らかであり、受けてなかったなら、何か最近おかしいな、ちょっとたんが詰

まるなとか、おかしいなと思って個人で病院に行ったと思うんですけれども、住民検診をして

異常ありませんということを言われたもんですから手おくれになったわけなんですね。そうし

ますと、私もこれから住民検診を受けても仕方ないんじゃないかな、信用できないなという気

になりました。

それからまた乳がんでは、手による検診では 100％といってよいほど発見できないと言われ

ております。このことから長野県の泰阜村では13年前から住民検診を廃止いたしまして、個人

で行っていただくと。そのときに正規の診察料ではなくて、そのときに負担をしてくれるとい

うものに充てているとのことです。また、ある東京の方の町では、レントゲン写真を複数の医

師が持ち寄り、複数で見ると。１人では見落とすので複数の医師が見ているということで、住

民検診の検査をするあり方を見直しているということでした。

そこで、当市においてその実態はどうなのか、４点。住民のリスト名簿の中でどれくらい受

診をされているのかということ。選挙なんかでもリストにはありますけれども、非常に低いわ

けでございますね。ですから受診者の割合をお聞きしたいと思います。それから、それにかか

わる費用でございます。レントゲン、住民検診のバス１台を出して、その費用は幾らであるか
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ということ。それから３点目は検査方法ですね、どのように当市では検査をされているのか。

４点目は、その成果はちゃんと把握されているのか。国から住民検診は毎年やらないかんでと

いうことで、ただやっているのか。その辺のところをお伺いいたします。

それから２点目、学校の安全対策でございます。

先月11月７日に生津小学校の教育懇談会におきまして、題が「開かれた学校と不審者対策に

ついて」ということで話し合われました。中でも、2001年に大阪の池田小学校で起きた校内児

童殺傷事件は今でも記憶にあって、どうしたら防げるのかいろいろ意見が出されました。来校

者や不審者を事前にチェックする検問所やガードマン的な人材が必要であり、不審者対策は先

生方の仕事の分野を超えているとの結論でございました。そこで、学校側に具体的な安全基準

を義務づける学校安全法を制定するなど、事件が起きても責任を明確にする法整備をしないと

安心で安全な学校は望めないと思うのですが、いかがなものでしょうか。ちなみにきのうのテ

レビのニュースでやっておりましたが、全国で初めて横浜の学校で監視カメラを設置したとい

うニュースを見ました。学校の安全対策はどのようにこれからしていかなければならないのか

という、当市においても深刻な問題でございますので、よろしくお願いします。

３点目、教員の希望転任制度を。これは、教員に専門性や特技をアピールする機会を与えて

意欲向上を図るとともに適材適所の人材配置をするのがねらいで、京都市教育委員会では来年

度春から導入すると発表があり、全国で初の試みだということです。その内容は、10年以上が

経過し、現在の学校で３年以上の勤務歴が条件で、宣言者のリストを制作し、受け入れは１年

間に１校１人に限定。一度宣言すると、以後６年間はできないというものです。宣言者は希望

校の校長と面談し、異動するかどうかを決め、受け入れを希望したい校長は宣言者リストを見

て市教育委員会に報告するというもの。このように新しい学校づくりは大切なことであり、当

市の人事異動はどのようになされているのかお伺いいたします。

答弁によっては再質問もさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。

○議長（吉本幸一君） 質問１番につきまして、松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 桜木議員さんの住民検診についてお答えいたします。

瑞穂市では住民検診は結核検診を指しまして、肺がん検診は行っておりませんので、その点

ひとつよろしくお願いしたいと思います。ただし、結核の疑い以外の所見のあった方につきま

しては、精密検査必要ありの通知文を送付させていただいております。

肺がん検診を行っていない理由といたしましては、肺がん検診は胸部のレントゲンと喀たん

を採取して行われるのが主流でございます。集団では、精度面あるいは直接撮影者を保持して

いる業者の選択、また個別で一緒ですが、健康体からの喀たんの採取が非常に難しいことでご

ざいますので、議員御指摘の個別では読映が１人でやられておるということでございますので、

現在では行っておりません。当市の住民検診は、読映は２人から３人の医師が行っております。
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また乳房検診でございますが、30歳から49歳までは視触診と超音波、50歳以上につきまして

は視触診と超音波、それにマンモグラフィ、いわゆるレントゲンでございますが、これを取り

入れまして精度のアップを図っております。費用につきましては、30歳から49歳までの費用に

つきましては１人 2, 500円でございますが、自己負担 500円で行っております。50歳以上の方

につきましては費用は１人 3, 500円でございますが、自己負担は 1, 000円ということで、残り

は市が助成をさせていただいております。30歳から49歳の受診率につきましては、現在、年11

回実施のうち10回済んでおりまして、 1, 683人対象のうち 886人の受診でございます。パーセ

ント的につきましては52. 6％でございます。50歳以上の方につきましては年16回の半分が済ん

だ時点でございまして、 1, 858人対象のうち 595人の受診で、現在32％ということでございま

す。これの撮影の読映につきましては、２人以上の医師が確認していると聞いております。成

果につきましては、瑞穂市になりましてからマンモグラフィ、先ほど言いましたレントゲンを

取り入れておりますので、成果は上がっていると思っております。

今後の住民検診につきましては、医療技術の進展に伴いまして、信頼性、信用性等が問われ

ておりますので、検査項目等の見直しや、方法を絶えず検討しながら実施していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしまして答弁とさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。

○議長（吉本幸一君） ２番、３番につきまして、福野教育長職務代理者。

○教育長職務代理者（福野 正君） 桜木議員の二つ目の御質問の、安心で安全な学校づくりに

ついてお答えします。

御質問の中にもありました安心で安全な学校は、瑞穂市としてもぜひとも願っていることで

す。御承知のとおり、ことしの９月11日に近隣の岐阜市の中学校において包丁を持った卒業生

が押し入ったという事件もありました。決して遠くで起こっている出来事ではなく、身近にも

十分起こり得る状況にあると、各学校・園と教育委員会が十分連携をしつつ、危機感を持って

いろいろな手だてを講じつつあるところです。例を挙げれば、市の教育委員会で不審者の侵入

に対する対応マニュアルの原本をつくりまして、それを各学校、自分のところに即したものを

つくり直しておりますし、不審者の侵入を想定した対応訓練の実施、侵入に対する危険箇所の

点検・修理などの動きをしてまいりました。しかし、だから十分だと言い切るまでには至って

いないのも事実です。御指摘のような法整備というのも必要かと思いますが、これについては

県との連携で考えていきたいと思います。今後、より安全で安心な学校づくりのために考えら

れる手だてをしていくつもりですので、よろしく御支援ください。

続きまして、三つ目の御質問であります教員の希望転任制度の導入ということでございます

が、先日の新聞発表にありました、京都市の教育委員会の人事異動に関する試みは教員のやる

気を喚起するという視点からとても興味深く、私たち瑞穂市教育委員会としても注目している
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ところでございます。しかしながら、本市における教員の人事異動につきましては、京都市の

ように政令指定都市とは異なりまして、本市の方は県費負担教職員でありますので任免権は岐

阜県にあります。よって、人事異動に際しましても、岐阜県の教育委員会の人事異動方針に従

って行っております。今のところ、県教育委員会は京都市のようなことは考えていないようで

ございます。しかしながら、昨年度より少し県の方も方針が変わってまいりまして、今までは

各学校ごとに職員配置をしておりましたが、昨年から市教委の方で学校の実態と人材を勘案し

ながら、市教委の方で各学校へ意図的に職員配置をすることができることとなってきました。

それについては、かなり活性化につながっていると評価をしております。議員の御指摘のよう

に、もっともっと多様な人事異動形態を使って学校の活性化というものを、重要な視点だとは

思いますが、今後ともしかるべき道筋をとりながら、より一層学校を活性化する教職員の人事

異動のあり方について、県の教育委員会に要望していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〔１番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、桜木ゆう子君。

○１番（桜木ゆう子君） ありがとうございます。

まず１点目の住民検診の信用性でございますけれども、２人以上で見ていただいているとい

うことで、それがわかっただけでも安心しました。しかし、パーセンテージを見ますと50代の

方は32％ということで、非常に行ってないですね。ですから、行きませんか、行きませんかと

いう声よりも、その辺をちょっと見直していただいて、個人で行かれたときに負担してもらえ

るようにということもあるとありがたいかなということも思います。

学校教育に関しまして、安全対策につきましては、私もこれがいいといった案もありません

し、懇談会におきましてもいろんな意見を皆さん出されたんですけれども、万全であるという

ものはないものですから本当に困っていると思うんですけれども、今の答弁でも何かぼやっと

したようなもので、これはという策が聞かれませんでしたけれども、そのときに自治会長さん

なんかも言われたのは、シルバーさんでガードマン的にちょっとでも見回ってもらえたらあり

がたいかなということも言ってみえましたので、お金のあまりかからないようなことからでも

やっていただければなと思います。

３番の教員の希望転任制度のことについては県でやっているということでお伺いいたしまし

たので、そういったことを今後も考えていただきますよう、当市からも要望をしていただきま

すようお願い申し上げます。そして再質問を終わらせていただきます。答弁は結構でございま

す。

○議長（吉本幸一君） ここで、議事の都合により暫時休憩をいたします。

休憩 午前10時50分
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再開 午前11時01分

○議長（吉本幸一君） ただいまの出席議員数は30名です。休憩前に引き続き会議を開きます。

11番 広瀬捨男君の発言を許します。

○１１番（広瀬捨男君） 11番 広瀬捨男でございます。

議長から発言のお許しを得ましたので、通告に基づき３件について質問をさせていただきま

す。

まず初めに、平成16年度予算編成についてお尋ねをいたします。予算編成に当たり、市民税

及び固定資産税の歳入の動向についていかがお考えか、お伺いをいたします。

次に、公共事業等への投資推進について。財源の増加が期待できない財政環境にあって、さ

きに策定された新市建設計画に基づいて、瑞穂市の発展と住民の福祉増進のため、中・長期的

展望に立っての最重点事業あるいは大型事業の計画等の腹案があろうかと思います。そこで、

平成16年度予算編成に当たり、具体的にはどのような事業を推進していくお考えか、以上２点

についてお尋ねをいたします。

２件目に、ＪＲ穂積駅周辺及び駅設備の改善計画についてお伺いをいたします。駅周辺及び

駅設備の改善については、昭和57年度から駅の南北をつなぐ自由通路、駐輪場、駐車場の設置、

駅周辺の道路整備等、駅及び周辺利用者の利便性が図られてまいりました。

第１点は、穂積駅北の東から長良川堤、県道までの道路整備については、一部は工事完成し

ておりますが、現在、違法駐車を避けるためカラーコーンの車どめの仕切りがしてあり、投資

効果が十分されていないと考えるわけでございます。平成13年９月議会で質問をいたしました

際、長良川堤までの道路整備については高低差、交差点の公安との事前協議等々で問題があり

苦慮したが、一案の方向を打ち出したところであり、今後、関係者に説明を行い、理解が得ら

れれば実施に向けて進めていくとの回答でございました。その後の経過について、どのように

進捗しているのかお伺いをいたします。

第２点として、ＪＲ穂積駅北のロータリーの整備については、平成10年に一部を残して整備

されておりますが、その完成に向けて鋭意努力中と推測はいたしますが、残り部分の進捗状況

についてお尋ねをいたします。

３点目に、新市建設計画の中で公共交通ネットワークの確立の項で、鉄道及び路線バスにつ

いて、利便性の確保やバリアフリー化を関係機関に働きかけますとあります。そこでエレベー

ターの設置について、たしか昨年の６月議会で吉村議員も質問になっておられますが、瑞穂市

交通バリアフリー法整備基本構想作成の上、関係機関に提出をされたように伺っておりますが、

その後どのようになっているか、以上３点についてお尋ねをいたします。

最後に、瑞穂市の下水道整備の推進についてお伺いをいたします。

効率的な下水道整備を推進し、美しい河川の水質を保全するとともに、快適な生活環境を形
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成することが求められているわけでございます。そこで、瑞穂市全域の下水道整備計画は早急

に作成すべきと考えますが、どのように検討される予定かお伺いをいたします。

次に、下水道事業における私道内本管工事については、合併協議会の調整の方針で当面の間

現行どおりとし、新市において基準を統一するとありますが、どのようなお考えですか。以上

２点についてお尋ねをいたします。

これで一般質問を終わらせていただきます。答弁によってはまた再質問させていただきます

ので、その節は議長の取り計らいをよろしくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 広瀬捨男議員のお尋ねに対してお答えさせていただきます。

私からは平成16年度の予算編成に関係することに対して答弁させていただきまして、ＪＲ穂

積駅の問題、上下水道の問題は担当から答弁させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

正直申し上げまして、16年度の予算編成については、細かい点まではちょっと計画が策定し

にくいというのが実情でございます。新聞なんかでもごらんになっておられますように、三位

一体の改革ということでいろいろと議論されておりますが、私どもどの程度どのように影響を

受けるのかわかりませんけれども、補助金を１兆円切って、財源移譲は 5, 000億だというよう

なことが新聞に出ておりますけれども、そのとおりだとしますと、残りの 5, 000億はどうなる

んだろうかなというようなところまで考えないとやれないわけでございますので、現段階にお

いて、どの程度までの事業が組めるのかということがわからないというのが実情でございます。

また、それにあわせまして、同時に市の税収も、やはりこういう経済情勢でございますから、

15年度に比べて16年度が大きくふえるということは少なくとも考えられないという状況でもご

ざいます。そういう点で、私どもとしてはもう少し歳入の状況というものを見きわめながら計

画を立てていかなければいけないと思っています。

それでじゃあどんな事業を考えているかということでございますけど、展開していきます事

業の中にはハード的な事業とソフト的な事業とがございます。その中で一番話題性があります

のは、どちらかというとハード的な事業じゃないかと思いますが、現段階におきまして16年度

にどうしてもやらなければならない事業としては、本田小学校の教室の増築だろうと思います。

といいますのは17年度から教室が不足いたします。そういう意味で16年度には準備しておかな

きゃならんと。これだけはほかのことを幾ら犠牲にしてでもやらなければならないと、このよ

うに考えております。

あとの事業展開につきましては、給食センターの統一の問題だとか、あるいは幼・保一元化

の問題とかいろいろとございますけれども、このあたりは新市の整備計画の中でやっていきま

す計画でございますので、財政事情等を勘案しながら順次展開していくということにしていき
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たいと、このように思います。

またソフト面におきましては、特に最近いろいろと注目されております問題としては、子育

て環境の整備という問題が非常に大きなテーマになっております。いろいろとプロジェクトチ

ームででも検討をさせております。その中で、いろんな手法につきまして一つずつ実験的なこ

とでやってみながら、その中で試行錯誤しながらいい方法を見つけ出していきたいと、このよ

うに考えております。

また産業政策面におきましては、私、特に農業問題について一つの方向というものを、瑞穂

市としてのやり方というものを見つけていきたいと考えておりますけれども、このあたりも新

年度の課題であるというふうに思っております。積極的な事業展開まで持っていけるかどうか

ということは、要するに将来の瑞穂市のまちづくりの中で我々として考えていかなければなら

ない一つの流れがあると思っております。それはまず一つは、御存じのように犀川大橋が完成

いたしまして、南部と瑞穂市との交流というものが非常にこれから活発になるだろうというこ

とが１点でございます。それから北部との関連におきまして、御存じのように名鉄揖斐線の廃

線が決定しております。それから樽見鉄道が非常に採算を維持するのに苦慮しております。こ

のあたりの公共機関がどうなっていくか、その影響がどう出てくるかということについては絶

えず注意をしていかなければいけないなと、このように考えております。

また、犀川遊水地の中でやっております区画整理事業がいよいよ仮換地も終わりまして、実

際に使うことができる段階までに至りまして、今年度、区画整理区域内の道路整備あるいは排

水路整備ということで、既に数億円の事業が始まっております。また今回の議案におきまして

も、上水をあそこへ引き込む問題も議案として御提案させていただいておりますようなことで

ございまして、その遊水地の区画整理事業の区域の中にパワーセンター進出の話が進んでおり

ます。それが実質展開された場合にどのような影響を与えてくるのか、受けるのかということ

もあわせて考えなければいけないだろうと、こんなことも思っております。

また、瑞穂市全体としましては着実な人口増というものがございまして、それに対する対応

というものも考えなければなりません。先ほど申し上げましたように、本田小学校の教室不足

というものは目にはっきりと見えてきましたが、さらに南小学校の教室も数年先には不足する

だろうということも想定されます。そういうような意味で、いろんな形で地域の基盤整備と同

時に住民の触れ合いの場づくり、お互いの支え合いというような土俵を整備していく必要があ

るかと、このように考えております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、関谷総務部長。

○総務部長（関谷 巌君） 広瀬さんの第１点目でございますけれども、その中の市民税、固定

資産税の歳入の動向はということでございますけれども、ただいま市長から答弁があったとお

りでございまして、こうした社会情勢の中で多くは見込めないと私ども考えております。市民
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税、固定資産税ともに、見込みといたしましては本年度と同額程度の収入ということで見込ん

でおります。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、水野都市整備部長。

○都市整備部長（水野年彦君） 私の方からは、駅周辺の御質問に対してお答えします。

１点目の駅北の道路整備につきましては、議員御質問のとおり、住宅密集地の中で線形に加

えて高低差が激しく、実際のところ非常に苦慮をいたしました。その後、公安委員会との事前

協議等を行い、周辺の状況を勘案した線形に基づき、昨年からことしにかけて現地で立ち会い

を行い、その後、何回か用地交渉を行っております。協議のお話の結果、線形につきましては

ほぼ御理解をいただいております。今後は当面、住宅地内の用地買収を進め、現糸貫川堤防に

接続し、ＪＲ沿いの全面供用開始に向けていきたいと思います。

２点目の、ＪＲ穂積駅北のロータリーの整備につきましても用地問題が難航しております。

暫定供用開始以後も交渉を何回か続けてきましたが、大変困難な状況でありますが、今後も努

力をしていきたいと思います。

３点目の穂積駅のバリアフリーにつきましては、駅周辺基本構想策定以前の昨年度より、具

体的にエレベーター１基及び身体障害者用トイレの設置要望を中部運輸局へ文書により要望し

てきましたが、今年度の事業の採択はなりませんでした。ことしにおきましても、駅周辺基本

構想の趣旨に基づき６月に要望の提出を行っておりますが、まだ御返答はいただいておりませ

ん。今後も早期設置ができますよう最善の努力を重ねていきたいと考えております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、松野水道部長。

○水道部長（松野光彦君） 私の方から下水道整備の推進についてをお答えさせていただきます。

第１点目が瑞穂市全域の下水道整備計画作成について、２点目が下水道事業における私道内

本管工事の基準の統一についてをお答えさせていただきます。

第１点目の市全域下水道整備計画の作成につきましては、整備面積 1, 585ヘクタールのうち、

西地区 145ヘクタール、別府地区96. 4ヘクタール及び呂久地区 9. 5ヘクタールを除く 1, 334. 1

ヘクタールを対象とし、効率的かつ適正な下水道の整備の手法を決定するため、現在、岐阜県

では都道府県構想マニュアルに基づき、岐阜県全圏域汚水適正化処理構想のマニュアルづくり

が行われており、この見直し作業を念頭に入れ、現在、市において下水道基本構想を策定中で

あります。この基本構想に基づき、今後、市全域の整備計画及び実施計画を作成するに当たり、

担当として整備後の利用の促進のため、受益者分担金は低く、助成制度は手厚く、また使用料

金につきましては接続率85％時点での運転及び維持管理費が賄える程度、及び合併浄化槽の工

事費及び管理費を参考に下水道料金を設定し、議会の承認をいただき、ことし４月に別府地区

96. 4ヘクタールのうち57ヘクタールで一部供用開始をいたしましたが、全国の使用開始当初年
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度39. 4％に比べ、一般住宅58軒で接続率８％、全体の 4. 1％と、全国平均と比べ別府地区は非

常に低く、平成15年度下水道使用料金は 300万程度と見込まれ、一方、歳出では日常点検等施

設管理費等で約 1, 000万、電気・ガス・水道等使用料金で 700万、また平成17年度以降は起債

償還が 6, 800万及び計装点検、脱臭装置及び汚泥の搬出等が見込まれ、こうした収支差引不足

分は一般会計からの繰出金で賄うことになり、接続率の低下はより一層一般会計の財政を圧迫

することとなります。町民意識調査での重点的に取り組んでほしい施設分野で、下水道排水処

理施設の整備の要望が40. 8％と一番多くありましたが、ただ単に住民の要望のみで下水道整備

を進めることについては、さらに慎重に進めていく必要があるかと考えております。来年４月

に一部供用開始を予定しております西地区とともに、接続率の状況を見つつ、下水道整備のた

めの財政計画の見直しを含め、実施計画の策定に入っていきたいと考えております。

第２点目の私道内本管の布設基準につきましては、議会代表５名を含む15名の委員により上

下水道事業運営審議会で現在審議中であり、この答申を参考に進めてまいりたいと考えており

ます。よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

〔11番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、広瀬捨男議員。

○１１番（広瀬捨男君） 答弁をいろいろとありがとうございました。

それで、ちょっと順不同になるんですが、下水道についてお聞きするんですけれども、新市

建設計画の中で効率的な下水道整備の推進という項の中で美しい河川の水質保全と、先ほど読

み上げたと一緒なんですが、今、瑞穂市は公共下水道事業とか特定環境保全公共下水道事業と

か、コミュニティ・プラント整備等云々やっているわけですが、建設計画の中で地域の状況や

将来見通しなどを勘案しつつ、見直しも含めて効率的な下水道整備を進めるとあるわけですが、

例えば先ほども別府のコミュニティ・プラントが非常に加入率が低いということなんですが、

今後見直しを含めてということは、いろんな方法があるわけです。例えば合併処理浄化槽の高

度処理をやっていった方がいいかとか、市長も言われるんですけど、まばらな家のとこではそ

の方が、今の別府のコミプラよりもずっと整理した水が出るような方法もあると思いますので、

その辺も含めて、例えばそういう地区は、合併処理浄化槽というのはもう少しまばらなとこだ

と思いますので、例えば集中してある、いわゆる先ほど聞いた瑞穂市全体の計画でコミュニテ

ィ・プラントを続けていくのか、それよりも加入に対していろいろと精彩のある公共下水道等

を考慮していくのか、その辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。

それから駅の関係なんですけれども、具体的にはエレベーターの方ですけど、どんな型のも

のなのか。あまり大きいものではないとは聞いておるんですが、具体的に例えば９人乗りくら

いだとか、その辺のとこが恐らく構想の中にあったのではないかと思うので、その辺のとこを

ちょっとお聞きしたいのと、ロータリーの方については非常に厳しいということで鋭意努力し
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ていただくということですが、ちょうどＪＲ側のとこがロータリーになるのかどうか。町有地

も少しあるように思いますので、あの辺のとこ、ちょっと狭いんですけど、さくがいってある

んですけど、今後活用を、それを含めてできないかどうかということもお聞きしたいと思いま

す。

それから、先ほどの穂積駅北の東、マンポのとこから長良堤までの県道ですけれども、線形

云々ということで今努力していただいておるようですが、具体的には、ここで発表できなくて

もいいんですが、いつごろまでの予定でどんなふうになっているかということもあわせてお聞

きしたいと思うんですけれども、先ほど市長も言われたように、地権者の関係とか、密集地で

すので大変であろうかと思いますが、その辺のとこを再度ちょっとお聞きしたいと思います。

逆になりましたが、市長にちょっとお聞きしたい。大体のことをお聞きしたんですが、先ほ

ど三位一体とかという状況はあるんですが、そんなに大きくは変わらないと思いますので、先

ほど本田小学校のことはお聞きしたんですが、福祉関係でこれだけはやりたいんだというよう

なこと、具体的なことがあったらお聞かせ願いたいと思います。以上です。

○議長（吉本幸一君） 水道部長。

○水道部長（松野光彦君） 今答弁しましたように、下水道の整備の手法でございますが、まず

岐阜県が平成５年に全県下流域下水道化構想を出されまして、それ以後、非常に経過がたって

おりまして、再度見直すという格好。この見直しにつきましては３省の合意が、といいますの

は合併浄化槽の耐用年数等の基準が統一されたことにより、ただ単に公共下水で一本でいくん

ではなくて、その区域の中を再度見直しなさい。といいますのは、処理区同士の距離の問題だ

とか、建物の距離だとか、そこら辺を再度見直しなさいということでございまして、今、答弁

の中で申し上げましたように、国の方から県の方に対して既に来ております。また、県の方か

ら私の方へ来ておりますので、そのマニュアルに沿って再度見直しをしておるということでご

ざいますので御理解を願いたいと思いますし、また経費の問題につきましては、今申し上げま

したのは、たまたま別府地区で非常に接続率が低い。これはいろんな問題があろうかと思いま

すが、私どもが一番初め住民調査、これは４次総でございますが、そのときにやられた数字が

ある一定の数字が出ておりましたので、それと工事の説明会におきましても85％程度の住民の

理解を得たということで進めた事業が、この４月１日に供用開始したら非常に少ない。また、

特別委員会の中でも受益者負担金等につきましても低くということで設定させてもらった結果、

６ヵ月でございますが、非常に少ない。そこら辺がありまして、ただ単に住民の要望があって

いくべきではないと私は申し上げております。再度、整備計画についても全県下に来ておりま

すので、この見直し作業に入って以降、そこら辺を進めてまいりたいということでございます

ので、御理解を賜りたいと思います。以上でございます。

○議長（吉本幸一君） 水野都市整備部長。
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○都市整備部長（水野年彦君） エレベーターの規模等につきましては、まだ具体的には聞いて

おりませんが、駅のスペースといいますか、ホーム等もございますので、決まり次第、多分来

ると思います。

２番目の駅北の町有地を含めてですけれども、やはり駅の北ですね、基本的には大型車とか

いろんな基準がございますので、そこら辺も考えて実施しております。したがいまして、なか

なかその付近の活用は今のところ非常に不可能だと考えております。

３番目の長良川堤の問題でございますが、やはり個人のこともございますので、極力我々は

用地取得に向けて実施ができるように頑張っていきたいと思います。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） これだけはやりたいというものがないかという御指摘でございますけれ

ども、端的なことを申し上げまして、私は現在やっている福祉施策の水準を維持するだけでも

大変だろうと思っております。なぜかといいますと、先ほど下水のお話がございましたけれど

も、現実の問題として、つないでいただく率が非常におくれておるので維持費の捻出だけでも

大変だと言うていますけれども、ついでにちょっと申し上げますと、これはもう数年しますと

起債の償還が始まります。西地区の起債の償還で年間２億 5, 000万、コミュニティ・プラント

の起債の償還で 8, 000万、現在やっています呂久の農集の起債の償還で 1, 000万、現在動かし

ております公共下水道の起債の償還だけで約３億 5, 000万のお金がこれから支出が始まるとい

うことで御理解をいただきたいと思います。それだけに、むしろほかにかなりしわ寄せが行く

というふうにお考えいただいた方がいいんじゃないかと、このよう思います。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、12番 清水貞夫君の発言を許します。

○１２番（清水貞夫君） 12番 清水貞夫でございます。

議長の許しを得ましたので、２点につきまして質問させていただきます。１点は、本田校区

コミュニティセンターの建設の要望についてでございます。

市長には、合併以来半年を過ぎました。日夜、市の発展のために御尽力くださいまして、あ

りがとうございます。

町の発展は、道路とともに人の増加であります。特に私ども本田地区は第１種住宅地域でも

あり、学校も近いということで、ここ二、三年の間に急激に人口がふえ、喜ばしい反面、人と

の交流の場所がない、子供の遊ぶところがないということで、本田校区では必要に迫られてま

いりました。地区代表の方の要望もございましょうが、広域的また地域的な立場から検討の上、

早急に建設を望むものでございます。

次に、本田地区の八束田地内の開発早期実現についてお願いでございます。

本田地区内の八束田地域の開発のことについてですが、田と畑が入り交じった６町歩ほどの

ところでございます。南北道路、東西道路の要所のところでもあります。本田小学校から図書
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館に通ずる近道、また現在、本田団地より東へ通ずる道路も、当初は町内主要道路でありまし

たが、今では通り抜けの産業道路並みになってしまいました。そこで、八束田地内の東へ通ず

る道路は、団地、緑町の学生通学道路として安全な道をつくることが早急に望まれてまいりま

した。また、当初は本田団地誘致につきまして、東へ通ずる道路をつくるということで、糸貫

堤防までという約束もあったのです。なお、開発するに当たり、行政当局の指導もお願いいた

します。

以上でございます。どうぞよろしく御答弁のほどお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 清水議員の御質問に対してお答えさせていただきます。

コミュニティセンターというものは、地域の住民の触れ合いの場所としてそれなりの重要な

施設であるというふうには考えております。私としては、瑞穂市全体の中での配置ということ

で、いろんなことを視野に入れながら、いろいろとまた地域の皆さんと御協議を申し上げなが

ら検討していくと、このように思います。

それから八束田のお話でございますけれども、私どもとしてはまち全体の基盤をどういうふ

うに整備していくかということで基本的に考えておりまして、御指摘の地域の基盤整備という

ものがおくれておることは十分に認識をしておりますが、やはりいろんな全体の構想の中でど

ういうふうに組み立てていくかということが一番大きな課題ではないだろうかと、このように

考えております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、水野都市整備部長。

○都市整備部長（水野年彦君） 八束田を含めた周辺の土地区画整理事業につきましては、平成

12年ごろに関係地域代表者の方と総合センターで話し合いを開催した経緯がございます。当時、

周辺約四、五十ヘクタールの区域構想図を町で策定し、御説明を申し上げました。説明の中で、

各地域の事業に対する仮の御同意をとってほしいところまで行っていたと思います。面整備事

業は、一たん軌道に乗れば理想のまちづくりができますが、厳しい減歩と原則 100％の同意、

また地価の下落等、非常に立ち上げが難しいと思いますが、この付近の状況を見ますと、公共

施設と環境整備に最も適した手法ではないかと考えております。市としましては、いつでも地

元の意向に沿うよう準備はしております。

また、関連します南北・東西道路の実現につきましては面整備と関連すると思いますが、以

前にもたしか御提示をいたしましたが、道路基準、安全等が確保できれば、多少の曲線もやむ

を得ず、用地の御理解がいただければ進めていきたいと考えております。

〔12番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、清水貞夫君。

○１２番（清水貞夫君） ありがとうございます。
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両要望とも早急にお願いしたいと思いますので、また関係各位の御協力をお願いしたいと思

います。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） ８番 小寺 徹君の発言を許します。

○８番（小寺 徹君） 議席番号８番、日本共産党の小寺でございます。

２点にわたって一般質問を行います。１点目は、乳幼児医療の無料化を小学校就学前まで拡

大することについてでございます。

６月の議会で、乳幼児医療費の無料化を小学校就学前まで拡大するようにという一般質問を

行いました。全県下の状況を見ますと、多くの市町村がこの実施をしておるわけであります。

その中で市長の答弁は、岐阜県内でも大きな市である岐阜市、大垣市が実施していないという

ことを理由に、瑞穂市も現在では実施できないという答弁がございました。その後の経過を見

てみますと、岐阜市は周辺の市町と合併をするということで合併協議会が開催され、岐阜市の

場合では小学校就学前まで医療費は無料にし、さらに入院費については中学校卒業まで無料に

するということで合意に達したと聞いております。大垣市も今合併協議を進めておりますが、

小学校入学前まで無料にするという方向で話し合いが進んでいるやに聞いております。また最

近、各務原市も来年度から小学校入学前まで無料にするということが議会へ提案されていると

いうことが新聞報道をされております。

このように、岐阜市、大垣市、さらに各務原市も含めて、大きな人口の都市もその方向に向

かっている。そういう時点で、瑞穂市も来年度から実施する時期に来ているということを私は

判断いたします。ぜひ市長の英断で来年度から実施されるよう要望したいと思いますが、市長

のお考えはどうか、お尋ねをいたします。

第２点目は、国民健康保険税の値下げと、さらに倒産・リストラによる生活不安の方に対す

る減免制度の確立について質問をいたします。

平成14年度の穂積町の国保会計の決算によれば、滞納額が約４億、調定額の27. 6％と報告さ

れております。さらに国保基金の残高は３億 3, 000万となっております。14年度の巣南町の国

保の決算では滞納額が調定額の15％となっており、国保の基金残高は約１億円となっておりま

す。このように滞納の増加が進んでおるわけですけれども、そういう中で平成15年６月１日に

瑞穂市が県に報告した報告書の中で、国民健康保険証の資格証明書交付世帯が 343件、短期保

険証交付世帯が報告では 731となっておるようですが、どうも報告の調査が違って、大体 300

ちょっとということを後から事務局に聞いておりますけれども、そのように増加をしておると

いうのが今の国保の実態であります。そういう点で質問をいたします。

第１点目は、資格証明書、短期証明書は、滞納者にこういう証明書を発行するわけですけれ

ども、どのような基準で交付されているのかお尋ねをいたします。
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第２点目、６月１日に県へ報告されましたけれども、最新の交付の件数の状況についてお尋

ねをいたします。さらに、そのうち国保税を７割軽減している方もお見えになりますが、そう

いう方たちの交付状況はどうかということについてもあわせてお尋ねをいたします。

３点目は滞納額の増加の原因について、平成14年度の国保決算事業報告書の中では、予想を

上回る経済の長期的な低迷によるリストラ等、被保険者の増加及び収入の低下により収納率の

低下が加速されたと市長は報告をしております。これは事実こういう原因だと思いますし、さ

らに私は原因はもう一つあると思います。国保税が非常に高い、払おうと思っても払えない、

そういう実態になっているということがあると思います。そういう点で、国保基金残高、これ

は今年度の繰り入れもあるのでこの額が全部あるとは限りませんけれども、４億 3, 000万円と、

さらに一般会計からの繰り入れ等を活用しながら国保税を値下げすることが必要だと考えてお

りますが、市長の考えはどうか、お尋ねをいたします。

４点目は、リストラや倒産によって生活不安になった。そのことによって滞納があったとい

うことを認められておるわけですけれども、そういう中で、そういった方に対する減免制度を

つくる必要があると思いますが、市長はこの制度をつくる考えがあるかどうか、お尋ねをいた

します。

以上で質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 小寺議員の御質問に対してお答えさせていただきます。

まず乳幼児の医療費の無料化の問題でございますけれども、周辺の自治体が、最近、合併協

の席で周りの自治体から突き上げられて、御指摘のような動きを示しておることは承知してお

ります。ただ、私はここで一言申し上げたいと思いますのは、福祉というのは乳幼児の医療費

だけ取り上げて議論するのもいいんですけれども、使える財源には限度があるわけですので、

どこかが今度逆に辛抱しなければならないわけです。この前の決算認定のときにも御報告申し

上げましたように、民生費というのは総予算の中で20％を超しているくらいの規模のお金を使

っておるわけでございます。ですから、やはり福祉というものは総合的に見ないといけないと

思うんです。一つだけの項目を取り上げて、これをどうするかという議論をやっていきますと、

必ずそれで負担のふえる分だけを逆にどこで辛抱するかということもあわせて議論をしていた

だきたい、これをまず基本的にお願いしておきたいと思います。

それじゃあこの問題をどう考えるかということですが、端的なことを言いまして、前にも申

し上げましたように、小児医療なんていうのは、こういう施策というのは一地域じゃなしに、

もっと広域的に考えるべき問題だということを申し上げたかと思います。ですから、そういう

意味でまだこれは一つの動きでございますので、そのあたりの実態が出てきてから広域的なバ

ランスの中でどうしていくかということで見直していきたいと思いますので、現段階におきま
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しては16年度から実施するという考え方は持っておりません。

それから国保に対してのお尋ねでございますが、まず数字につきまして担当からちょっと報

告をさせましたので、私から申し上げたいと思います。

まずお尋ねの第１点の資格証明書、短期保険証はどのような基準で交付しているかというお

話でございますが、これにつきましては１年国保税が納められなかった場合に資格証明という

形の取り扱いにさせていただいております。なお、その中で滞納した分につきまして、こうい

う形で納めていくからというような形で分納で納入することをお約束していただいて、そのス

ケジュールによって滞納分を納めていただけている方につきましては短期保険証を出しておる

というようなことでございます。細かいことにつきましては、交付要綱に従って事務は進めて

おりますので、またお目通しをいただけたらと、このように思います。

それじゃあ現状はどうかというお話でございますが、現段階におきまして資格証明書交付世

帯数は 240でございます。それから短期保険証交付世帯は 343でございます。そのうち軽減措

置をとっておるところはどうかということでございますが、資格証明書 240件のうち７割軽減

をかけております世帯は44でございます。それから、短期保険証の 343のうち７割軽減をかけ

ておりますのは40世帯でございます。

それで、ついでに参考までに申し上げますと、国保に加入していただいております家庭は、

概算でございますけれども、約 6, 800世帯でございます。そのうち７割軽減をかけております

世帯は約 1, 600世帯でございまして、大ざっぱに言いまして、４分の１近い世帯が７割軽減の

対象世帯になっておるというのが実情でございます。

それで端的なことを申し上げまして、こういう軽減措置対応もしておりますので、リストラ

や倒産によって生活が不安定になった人に減免の制度は必要だがどうかという御指摘でござい

ますけれども、私は現在、７割・５割・２割というような軽減措置というものがそれなりにで

きておるわけでございますので、この制度の中で対応をしていくということで、さらにこれに

対しての上乗せというのは考えておりません。

なお、滞納の原因の中に国保税が高過ぎるからじゃないかという御指摘でございますが、確

かに国保税の負担というのは高いです。非常に各家庭にとって重いと思います。しかし、ざっ

くばらんなことを申し上げまして、国保に加入しておられる方というのは住民全部の中で一部

でございます。社保で保険をやっておられる方もあるわけでございますし、そういう意味で、

国保の補てんに一般会計からの財源を転用するということは公平性において非常に問題がある

だろうと思います。端的なことを申し上げれば、国保に対してそれだけの補てんをするのなら、

逆に社保で医療にかかっておられる方にもそれなりの補てんをしなければならないということ

になるわけですが、そのあたりについて、逆にいかにお考えだろうかということを思います。

現実の問題として、国保の問題については非常に頭が痛いんでございます。決算の提案説明
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の中でも申し上げましたように、老人保健会計が70歳から75歳に対象年齢が引き上げられまし

た。そうしますと、この70歳から74歳の間の年齢の方は国保会計で健康管理というものをして

いただくわけでございまして、これだけでも国保会計というものはさらに負担は重なってくる

わけでございまして、現段階におきましては、国保会計の維持していくためには逆にどうして

いくのか、むしろぎりぎりまで追い詰められたときには、見直しというと格好がいいんですけ

れども、要するに値上げをお願いしなければならない事態もあり得るんではないかと、逆に思

っておるくらいでございます。そういう意味で、現在基金があるからそれを取り崩して国保の

料金の値下げを考えたらどうかという御指摘でございますけれども、これははっきりと見えて

おります。これがなくなったときにどうしますかということでございます。ですから、そうい

うことを考えます。それからまた、国保会計の運用をしていくためには決算年次と国保料金の

収入との間のタイムラグ、時間的なずれとかそういうものに対しての調整的なためにも、若干

の基金を持つ必要はあるわけでございます。基本的に安定した国保会計の運営をしていくため

には、大体２ヵ月から３ヵ月分ぐらいの支出の金額は基金として持つのが安全だという認識を

持っております。そういう意味では、私は現在持っておる基金にもう少し乗せたいなと思うく

らいでございまして、基金を取り崩して国保料金を下げるということについては考えておりま

せん。これは財政面からの一つの大きな理由であるということで、御理解いただきたいと思い

ます。

〔８番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、小寺 徹君。

○８番（小寺 徹君） 乳幼児医療費無料化の小学校入学まで拡大をということについては、市

長の答弁では、福祉の政策の中でこれだけかと、いろいろ考慮しながらということを言ってみ

えるんですけれども、先回の議会の答弁の中でも、これに係る財政的な費用というのはそう多

くないですね。 2, 300万くらいだという答弁をされておるわけですから、そういう点から判断

しても、市長のやる気があればすぐできる財政規模だと私は考えます。

それともう一つは、確かに前回の答弁の中でも、もっと広域的に考えるべきだと、国・県が

やるべきだという考え方を示されたことも事実あります。私は、それについては、まずみずか

ら市が実施をし、その実施したことが市の財政的に厳しくなるという場合に対して、県・国に

半分なり３分の１なりを全県的にカバーをせよということを市長会なりそういうところで県に

要請する、国に要請する。そういうことで、みずからやっていきながらそういうことを広めて

いくという立場に立つべきじゃないかなということを思っております。その辺をどう考えてい

るのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

それから国保の問題について、値下げをということで言ったわけですけれども、一般会計か

らの繰り入れについては社保との関係で不公平になるということを言われております。私の考
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えは、社会保険の方たちはみずからの掛金と事業主が大体５割掛けておるわけですね。国保に

入ってみえる方たちは事業主がいなくて自営で全部やってみえる。そういう方たちの健康を守

るための事業として、各自治体が事業として行っている。ですから、要するに市が事業主だと

私は考えるべきだと思うんですね。そういう点で、私はもっと５割ぐらい市が負担をするとい

うことが必要だという持論なわけです。そういう点から一般会計の繰り入れをということで、

私は社会保険の方と国保の方の、市の一般会計を繰り入れるということについての不平等感は

ないんじゃないかという考え方を持っておりますので、ぜひひとつそういう考えもあるという

ことを一遍吟味願って、繰り入れをしながら、基金に対する考え方は一定持っておらなあかん

というのは事実ですけれども、４億 3, 000万がいいかどうか、さらにそれを活用できるかどう

かということも含め、判断をしてやっていただきたいと思います。

それから減免制度についてですけれども、７割の減免の方でも40人なり44人なりの納められ

ない方がお見えになるという実態で、こういう方たちに対して免除をするという制度を、いろ

いろな他のところも調査しながら、ぜひ実施をするということが必要ではないかということを

私は言っておるわけであります。そういう点で、再度、資格証明と短期保険について聞きたい

んですけれども、資格証明書を発行された方が急病にかかって医者へ行くという場合にどうな

るかということですね。要するに、今まで滞納したやつを全部払わんことには、国保の保険証

として３割給付ということをやってくれんのか、全額払わなあかんのか。要するに緊急の場合

ですので、一定こんだけ納めるという約束をしながら国保の対応をしていくのかどうか、その

辺の実態のこともどうなのか、一遍お尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いします。以

上です。

○議長（吉本幸一君） 市長。

○市長（松野幸信君） 小寺議員の御質問に対してお答えさせていただきます。

それぞれのお考えがあると思いますので、小寺議員のおっしゃる意味も私はまるっきり否定

するわけではございませんが、まず小児医療の問題につきましては、私としては16年度はやる

気がないということを申し上げたわけでございます。現実の問題として、岐阜市、大垣市がき

ちっとした形で動いてくるかどうかということは、まだ流動的だというふうに認識をしており

ます。

それと、今の小児医療の問題でおっしゃったことで、一つだけ私とはちょっと考え方が違う

なと思いますのは、自治体がやるだけやっていって、そしてその後、県なり国にぶつければい

いじゃないかということですけれども、やって何とも手に負えんようになったのでというよう

な、そういう施策の展開の仕方は若干問題があるんではないかと。これはちょっときつい言い

方かもしれませんけれども、そんな感じで私は受けとめました。

それから国保の件でございますけれども、私どもとしては今申し上げましたように、短期保
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険証という制度を持っておりますので、今おっしゃるように、滞納分について、今納められな

いけれどもこういうふうに納めるよということさえ、要するに納付計画というものを明確に、

これは滞納に対しての相談の窓口もありますので、そういうところでしっかりとあれしていた

だければ、短期でございますけれども、保険証は交付させていただいていますので、逆にその

制度をできるだけ利用していただいたらどうなんだろうかと、こう思います。

それから、社保は事業主負担分があるから行政が負担してもいいんじゃないかというお話で

ございますけれども、問題は、その負担をするための資金がどこから発生しているかというこ

とだと思うんです。事業の場合は、従業員と一緒に働いた、汗をした企業の中から配分してい

くわけですけれども、私どもの自治体の場合は皆さんからいただいた税金で出していきますの

で、そういうことになりますと、拠出する原資の性格が少し違うんじゃないかなと、これが私

の認識でございます。

○議長（吉本幸一君） 松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 小寺議員さんの資格証明書の件でございますが、資格証明書につき

ましては、緊急に医療機関にかかった場合、窓口で10割お支払いしていただくということでご

ざいます。後から償還で保険者負担分の７割をお支払いするということですが、窓口ではその

７割を御相談申し上げまして、税金の方に充当していただくというような格好になろうかと思

っております。

それで、その納付計画によりまして、今度は短期有効資格保険者証の方に金額によりまして

は切りかわっていくということで、資格証明書につきましては窓口で10割払っていただくとい

うことでございます。

〔８番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、小寺 徹君。

○８番（小寺 徹君） 市長の話の中で広域的にやるということについて、各自治体がやるだけ

やるというような理解をされておるようですけれども、要するに住民の皆さんの要望に基づい

て熟慮しながらやっていくわけですよ。多くのところがだんだんやるようになってくれば、そ

れを県も国も負担をすべきじゃないかという声が出て、話しやすくなるわけじゃないですか、

自治体の長の中でも。そういうことで国・県に要望していくというのが、福祉関係の国や県へ

対する要望というのは大体下から盛り上がっていくもんで、上からこれやれあれやれというこ

とじゃなくて、下の住民の要望の中で充実し、解決していく問題だと思うんですね。要するに、

下からそういう声を上げていくということを意味しておるということを理解願いたいと思いま

す。そういうことも含めながら、今回の答弁は全部ノーノーという答弁だったんですけれども、

今後の課題としてぜひひとつ考えてやっていくようにしていただきたいということを要望して

おきます。
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○議長（吉本幸一君） 議事の都合により、暫時休憩をいたします。

昼食のために１時から開会いたしますので、よろしくお願いをいたします。

休憩 午後０時05分

再開 午後１時01分

○議長（吉本幸一君） ただいまの出席議員数は30名でございます。休憩前に引き続き会議を開

きます。

２番 新井正信君の発言を許します。

○２番（新井正信君） ２番 新井正信です。

瑞穂市の下水道計画について御質問をさせていただきます。

合併により下水道計画の見直しがされ、処理区が決まっていません。いつまでに処理区の決

定ができるか、お答え願いたいと思います。旧巣南町では、西地区、中地区、南地区と議会で

決定されておりました。私、中地区の住民からいつ下水道ができるとの話が出ますが、答えら

れません。また負担金問題についても、いつから積み立てしたらいいかの質問も多く、多くの

住民の方が要望されております。早く協議会等をつくり、下水道事業に理解を得、終末処理場

の地権者、自治会、住民等に十分な説明が必要であると思います。下水道事業については環境

対策や住民の理解等多くの問題があり、市長はどういう方法で市民に理解を得て進めていくか、

お考えを伺いたいと思います。

○議長（吉本幸一君） 松野水道部長。

○水道部長（松野光彦君） 新井議員の瑞穂市下水道計画について答弁をさせていただきます。

さきに広瀬議員に答弁しましたとおり、現在、下水道基本構想を策定中であり、処理区の選

定については、現時点では一日も早く決定してまいりたいと考えておりますが、個別処理及び

集合処理区域との接合など、ただ単に経済的な判定基準のほか、地域の持っておる特性及び別

府・西地区の接続率を参考に、整備の方針及び処理区を決定してまいりたいと思います。

美しい水環境と快適な生活環境を形成するためには、終末処理場の建設は必要不可欠な施設

であり、処理場建設に対しては環境問題を含めいろいろな諸問題が発生しますが、市民の合意

が得られるよう十分説明していきたいと思っております。また、議員御指摘の西地区に設置さ

れております協議会も一つの方法かと考えております。以上でございます。

〔２番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） 新井君。

○２番（新井正信君） もう一つ、私、長に質問ということであるんですけれど、その答えをま

だ聞いておりませんのであれですけど、部長から言われたことは、下水道計画について、供用

開始を見ながら審議会で十分協議しがてら処理区の決定はなされると思いますけれど、これは

新市建設計画の中にあると思いますけれど、早急にどういう形で処理区を決定して、処理区の
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中には最終的に終末処理場をどういうところにするかという問題も出てくるだろうと思います

けれど、その辺を早くお示し願いたいと思います。

最後の質問でまだ御回答をいただいていない点なんですけれど、今のコミプラ、西地区の公

共下水道についての加入促進を見ながらいろいろ協議していきたいというのはよくわかるんで

すけれど、本来、市長としては下水というのはどういう手法で住民に理解を示しながら今後や

っていくかと。たまたま同意を得たからいいんじゃなくて、住民がなぜ下水を必要かという理

解も示しながらやっていく必要があると思うんですけれど、その辺もろもろのこともあわせて

市長の御答弁をいただきたいと思います。以上です。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 下水に対する基本的な考え方についてのお尋ねかと思います。私自身が

思いますには、下水を何のためにやるのかというその基本的なところからとらえていかないと

いけないんじゃないかと。要するに、手法に先走りますと、基本的なポイントが見失われる可

能性があると思います。まず第１番には、下水をやるということは結局環境問題だと思ってお

ります。ですから、というのは特に水質をしっかりと保全していく一つの手法が下水だという

ふうに考えております。そういう意味で、下水そのものを私は否定するわけじゃありませんけ

れども、現実の問題として、下水が地域の皆さんに利用していただけるか、環境問題に対して

きちっとした答えが出てきているのかということになりますと、端的なことを言いまして、管

路は引いたけれども現実には利用されていないというか、あまり利用いただけないという姿と

いうものが出ておるわけでございます。これはちょっとよその自治体の問題にもさわりますの

で失礼な言い方かもしれませんけれども、下水普及率というような形で、どこどこの町が何％

とかというような数字がありますけれども、それはその地域の面に対して下水を取り入れるこ

とが可能になった地域を数字であらわしておるわけでして、実際につないだ人が何人おるかと

いうデータとはちょっと違ってくるわけでございまして、そのあたりをしっかりと見きわめて

いきませんと、施設はつくったけれども実際には利用されていない、あるいは環境対策として

十分に生きていないというような結果が出る危険性があるというふうに、下水の問題について

は考えております。そういう意味で、この瑞穂市の区域では非常に大きな範囲の地域として行

いました別府地区のコミュニティ・プラント、それから来年の４月から供用開始いたします西

地区の特環、この施設が地域の住民の方にどこまで利用していただけるかということを見きわ

める必要があるということで、その普及状況を見きわめながらという表現をさせていただいて

おるわけでございます。ですから、その辺が私どもまず一つのポイントになります。

それから、前に広瀬捨男議員の御質問の中で申し上げました財政事情というものもあわせて

考えていきませんと、市の持っております財政というものをすべて下水につぎ込んでしまって、

ほかには使えないということになる危険性も持っております。端的なことを申し上げまして、
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先ほど申し上げましたように、この二つの施設の現在の起債の償還だけでも約３億 5, 000万要

るということでも御理解いただきますように、１工区建てていきますと公債費は２億ぐらいず

つは確実にふえていくんだということを御理解いただきたい、これが１点でございます。

それから、今申し上げましたように普及率、加入をしていただけないと、運転経費で年間数

千万というお金が維持管理費として一般会計から持ち出さなければならないという問題もあわ

せて出てくるということでございます。そのあたりはやはり財政状況も、いつやるかというこ

とになりますと、一つの課題かと思っています。だから、全体の処理区の設定までは私できる

だけ早急にやらせたいと思いますが、いつ着工するかという問題につきましては、今申し上げ

ました、完成いたします下水の利用状況、それから財政事情、そのあたりを勘案しながら着工

時期については検討していかなければいけないと、このように考えておるわけでございます。

その間はどうやってつなぐかということでございますが、環境維持の問題がございますので、

私どもといたしましては各戸に個別合併処理槽ということで、各戸に合併浄化槽というものを

設置していただく、それを手厚く支援していくというような形で対応していきたいと、このよ

うに考えております。

〔２番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、新井正信君。

○２番（新井正信君） 市長の御答弁よくわかりました。そういう意味で処理区の決定はできる

だけ早くお願いをしたいということと、もう一つ、これは地域によって、この先ちょっと様子

を見ないとわからないと思いますけれど、下水に対する考え方が地域によっての温度差がある

ように思われます。そういう点で、処理区が決まった段階でその処理区の皆さんが本当に十二

分に理解し、また私が言いました、終末処理場の地権者及び環境対策及び自治会、住民の方に

理解されるなら、当然80何％、90％の同意も必要ですし、その地域の人たちが、アンケートで

も結構なんですけれど、１年、２年の間にすぐ私たちは設置しますよというようなことも、強

制力はないとは思うんですけれど、そういう意識の高まりがあった処理区から市長は、将来で

すけれど、やっていくというお考えでよろしいんでしょうか。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 設定した処理区についての着工していく順番をどうするかというお尋ね

かと思いますけれども、やはり設備いたしまして、生かして使っていただける地域がどうして

も優先的になるかと、こんなふうに思いますけど。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、20番 辻 文雄君の発言を許します。

○２０番（辻 文雄君） 20番 辻でございます。

合併した瑞穂市の将来について、私は再度御質問をさせていただきます。

今まで一般質問でかなり穂積駅の問題、それから北方・多度線の開通する件について、市長

－９８－



はそれなりに御答弁をしておられます。私がこの問題を特に取り上げているのは、皆さんもき

ょう本庁の玄関へ来られますと、11月末現在で４万 8, 052名という、これを合併時点からなら

してみますと、大体月に80人前後の増員ということになっておる。特に私の地元は、幸いと申

し上げますか、今、建て売りが時代の反映と逆にどんどんと新しい人たちが来ていただけると

いうことで、市長もそれなりに教育施設の問題、いろんな問題が出ておるわけなんです。

ちなみに私がある友人に、今現在、瑞穂市の登録人口はこんなんだが、一体全体瑞穂市の今

現在の人口はどのくらいおるんだということで、ある友達に調査をしていただきました。全く

私が思っていた以上に、もう瑞穂市は現在５万人前後の住民がおられますと。その原因は何か

ということで、私なりにいろいろな角度から御質問をさせてもらったんですが、まず瑞穂市と

いうのは非常に交通便がいいということ。だから岐阜市あるいは名古屋市の人たちが、非常に

瑞穂市はアパート家賃が安いと、それで瑞穂市で寝泊まりをして名古屋なり岐阜に行くと、こ

ういうことを言われております。なるほどそういうことから考えますと、やっぱり穂積駅とい

うもの、瑞穂市の将来性もあるなと。ただ、その人たちの基本的な考え方は、自分が瑞穂市に

住民登録する段階まで行ってないということは、もう少し具体的に私もお聞きしたわけなんで

すが、名古屋だとか岐阜の人たちは福祉の関係いろんな意味で、まだ瑞穂市の住民になり切る

ことは若干戸惑っておられるということでございます。そういう意味からも、私は将来につい

て一つの提案をしておきたいと思います。

これは古い話ですけれども、旧巣南町の場合は、具体的に申し上げますと、南部まちづくり

の特別委員会あるいは岐阜・巣南・大野線ということで議会の中に特別委員会を設置して、執

行部ともどもいろんな議論をして、ある意味では議会も一丸になる。議会議員ということは地

元の皆さんからの御推薦をいただいておるということで、執行部だけ行きましてもどうしても

事務的な作業になるということで、巣南のやり方がいいか悪いかは別として、私はそういうも

のを設置して、地権者と親しい議員の皆さんもやっていかないと、新駅の問題、それから北方

・多度線、あるいは墨俣の問題、あの大きな遊水地帯の問題も、私はややもすると絵にかいた

もちになるんではないかという心配をしておるわけなんです。だから私は、せっかく合併した

瑞穂市が、将来、今申し上げたように人口がふえるということは、いい悪いは別として、非常

に将来性があるということで、一般の皆さんも瑞穂市に住んでみたいやと、こういうことにな

っておるわけなんです。

もう少し具体的に申し上げますと、私たちの市街化において、来られる方と、私の方の町内

もこの間３人また新しい家に入られたんですが、おたくさんたちどこから来られましたかとい

うことの話し合いもしています。そうすると、核家族現象ですね、例えば揖斐の方の方が名古

屋なり岐阜に勤めているということで、私たちは子供の教育の問題、自分に揖斐から穂積駅、

どうせ穂積駅から乗るんだからということで、実は今度、古橋の方にお世話になったというの
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が現状でございます。そういう意味からも、再三、一般質問されたように、財政はこれから決

してよくなりません。５年や10年で日本の経済が立ち直るということはほってもありません。

これは、ある時点では私の基本的な考え方があるわけなんです。世の中というのは大きな60年

のサイクルで流れているわけなんです。ちょうど私たちが生まれたときに、私はちょうど戦争

が小学校の２年生でございました。そのときに終戦になって食べるものが全くなかったという

ことから考えて、今、歴史の中の60年の大きなサイクルに入ってこれから大変な時代になると。

だから私はそういう意味で、一刻も将来のステップをここでやるべきではないかと思っておる

わけなんですが、その辺市長に、議員の皆さんの協力もいただいて、将来の瑞穂市の大きなス

テップをつくっていただきたいと、こんなふうに私の考え方を申し上げて、市長の御答弁をお

願いしたい。

それからもう１点、瑞穂市の議会議員の皆さんに、私も含めて、皆さんにお願いし、我々も

自分なりに反省をせざるを得ないということでございます。幸いというか、ほとんどの議員の

皆さんが、田舎のことですから、議員だけではとても生活はできんということで、皆さんほと

んど職業を持っておられます。そういう意味で、最近は特に、吉村議員が若干触れられました

が、特に巣南の場合は田舎でございます、穂積と違いまして。新聞にいろんな問題が出てくる。

最近は特に旧巣南の地域にいろんなビラが配られているということで、私自身も旧巣南の議員

のＯＢの方々に、今、瑞穂市の議員たちは何を考えておるんやということで、大変皆、私もお

しかりを受けておるのが事実でございます。確かに私も巣南町の議会議員から、合併をしまし

て瑞穂市の市会議員ということで、おまえたちは市会議員になってそりくり返っておるんやな

いかということで、正直申し上げて、おしかりを私は何人かから受けています。その根拠は何

かというと、君らは来年の４月の選挙に向けて動いておるんじゃないかと。御承知のように合

併協議会の中で、今現在33名の定数が今度20名になるわけなんです。それから選挙区は大選挙

区になると、こういうことになっております。そういうことで、本当に私は皆さんに、少なく

とも市会議員として姿勢を正していってもらいたいし、私もそういう意味で皆さんにそれなり

の説明を今しているわけなんです。

私が一番皆さんにお願いしておきたいのは、これは過去のことでございますが、旧巣南町の

議会の中で、同志の議員が不幸にして事業が軌道に乗らなかったということで、本来なら瑞穂

市の議会議員としてお互いに政策を議論したかった仲間でございますが、不幸にして合併前の

４月30日に巣南の議会議員を本人から辞職提出されたということでございます。ぜひひとつそ

の辺で議員の皆さんも、私も含めて、いろんな仕事を持っていますので、今申し上げたように

市況は一段と厳しくなりますので、まず議員という市民の代表であるということを前提に置い

て今後ひとつ、私ども含めて、あとわずかでございますが、行動をともにしていっていただき

たいなと、こういうふうに思っておるわけなんです。
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最後に、私たち議員というものは公選法によりまして、４年に１回は有権者、すなわち市民

に審判をいただくというのが宿命でございます。そういう意味で、いよいよ来年の４月という

ことになるわけなんですが、お互いに議員は議会に対して事実を市民に訴えて、お互いにフェ

アにぜひ戦っていただくことを最後にお願いを申し上げて、私の質問を終わります。市長につ

いて、何か議会議員についてコメントがありましたらお願いをしたいと思います。

以上で質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 今、辻議員のお尋ねは、瑞穂市の将来に対してのいろんなことに対して

どう考えておるかということと、住民の皆様から選ばれてまちづくりに頑張っている者はどう

あるべきか、その辺をどう思うかという二つではないかと思うわけでございますが、まず最初

に瑞穂市の将来ビジョンということで、いろんな課題につきましては先ほど広瀬捨男議員のと

きにお話を申し上げましたが、そのときにお話し申し上げなかったことで、今、辻議員から御

指摘がございました人口の問題があります。

瑞穂市の場合は、新市建設計画で10年先に人口５万ということを想定して作成しております

けれども、私自身としましては、少なくとも今度の国勢調査では５万を超えるだろうと思っ

ております。なぜかといいますと、国勢調査は住民基本台帳の人口より大体 1, 000人ぐらい

多目に瑞穂市の場合出てまいりますので、現在で住民基本台帳でもう既に４万 8, 000というこ

とでございますので、今、大体年に 800から 1, 000というペースでふえていきますと、それに

1, 000ぐらい上へ乗ると想定をいたしますと、５万を楽に超えていくというようなことになる

んじゃないだろうかと、こんなことを思います。そういう意味では、10年先の想定した姿とは

違う形になりますので、まちづくりの考え方というものも見直していかなければいけないと思

います。そこで私は思いますけれども、どうしてもマクロな議論になりまして、人口トータル

が何万になったとかどうとかという議論になりますけれども、それと同時にもう一つ、人口構

造がどういうふうになっておるのかということも注目しておかなければいけないと思います。

二、三例を申し上げますと、まず一つは外国人の問題がございます。合併以来わずか７ヵ月

でございますけれども、その間に外国人の居住登録は 100名ふえております。現在 1, 500名で、

総人口の中の約３％を占めるという状態でございます。ですから、私どもとしてはやはり生活

習慣も違いますし、いろんな意味でそういう方々を我々のコミュニティーの中に迎え入れ、一

緒に生活していくにはどういうふうにしていくのかということ、これは一つの課題であろうと。

そして、この問題はこれからもさらに大きくなっていくだろうと、こんなことを思います。そ

のあたりについてもやはり考えておく必要があると。

それからもう１点は少子・高齢化、これは裏腹な話でございますけれども、まずお年寄りが

非常にふえてまいりますし、それにあわせました形でお年寄りだけの家庭あるいは独居老人の
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問題、それから先ほども小寺議員ともいろいろと議論をさせていただきました、それに関連し

ての医療費の問題等、いろんな問題が当然そこで構造的な課題として出てくるわけでございま

す。また、それと同時に少子化の問題、瑞穂市としては人口がふえていくにあわせて子供がふ

えておりますから、学校なんかも足らないというようなことを申し上げましたけれども、全体

の人口構造の中で見ると子供のパーセンテージというのは確実に下がっていくわけでございま

して、そのあたりをどうとらえていくか。要するに、子供たちが一人っ子とかそんな状態にな

りまして、子供たちの居場所がないということ。あるいは子供たちをしつけるというか、教育

する場所が非常に狭くなってきているというような問題なんかも、一つの課題になるだろうと

思います。そういう意味で、住民の構造というものが大きく変化しつつあるということ、これ

もとらえて地域のコミュニティーというものがどうあるべきかということ、これを絶えず考え

ながら対応していかないといけないだろうと思います。また、これにしっかりと対応していく

ことによって、このまちに住んでみたいんじゃないかなということで、今御指摘のありました

中で一番寂しいと思いますのは、人口がふえても名古屋へ通うのに便利だからというようなこ

とで、ホテルに泊まるようなつもりで瑞穂市におっていただくという方がかなりのウエートで

あるということの御指摘でございますけど、非常に寂しいことで、瑞穂市で生活するんだとい

う形の人たちをふやしたい。まちというものは24時間生きていなければいけないわけですね。

要するに、ビジネス街というのは非常にいいように見えますけれども、日中だけ、土・日は全

く眠っているまちなんですね。団地はどうだということになりますと、お勤めで昼は全部出て

いっちゃって、昼は全くだれもいないと、夜寝るときだけがにぎやかだと。これは結局24時間

動いていない、生きていないまちなんですけど、私はやはり24時間生き生きとして活動してい

るまちに瑞穂市というものをしていくためにはどうあるべきかということが非常に大きな課題

だと思います。そういう意味で、どんなまちにしていくか、そのためには何をしたらいいのか

というようなことを、非常に大きな視野の中から議員の皆様方ともいろいろと御議論をいただ

きながら、しっかりとした方向を見つけていきたいと思いますし、ぜひそのあたりでは積極的

な御議論をお願い申し上げたいと、このように思うわけでございます。だから、今までのよう

に単純にみんなで上級官庁へ陳情に行こうとかそういう時代じゃなしに、みんなでどんなまち

にするかということを考えるのがこれからの使命じゃないかと、このように思います。

それから、議員としての姿勢をどう考えるかというお話でございますけれども、私はやはり

市民の皆さんから、私も当然選挙で選ばれた人間でございますからあれなんですが、市民から

負託を受けて仕事をさせていただいておりますもんですから、市民との間での信頼関係が一番

まず根幹になければならないだろうと思います。それじゃあ信頼関係はどうして築かれていく

かということになれば、やはり日常の活動、あるいは言行一致といいますか、要するにしっか

りとした自分のやることと言うこととが一致しているというようなことが一つのそういうもの
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を築いていくベースになるんじゃないかと。特に私は、最近ベストセラーになっています養老

孟司さんの書いております「バカの壁」とか、あるいは「逆さメガネ」という本の中にも書い

てありますように、要するに他者批判というのが非常に前面に出ているけど、そうじゃなくて

自己を律することの方が大切だということを言うておりますけど、そのあたりが一番我々負託

を受けている者として大切なことではないだろうかと。我々は自分でどうするかということを

考えなきゃならない立場じゃないだろうかと、こんなふうに思っております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、14番 星川睦枝君の発言を許します。

○１４番（星川睦枝君） 14番 星川です。

私の質問は１点、よろしくお願いいたします。

ゲートボールの全天候型施設についてをお願いします。

近年、ますます高齢社会の進む中、私たちの住むすべての市民が安心して暮らせるまちづく

りを推進しなければならないと、合併後も意を新たに思う一人でございます。豊かな生活は住

む人々の願いがかなえられ、生かされることによって地域の繁栄につながると思います。

そこで、スポーツにはいろいろな種類のものがありますが、中でも幅広く盛んなのがゲート

ボール競技であります。朝早くから憩いの場として、毎日と言っても過言ではございません、

利用されております。健康を保つためにも欠かせないスポーツであり、特に頭を使い、また人

と人との交流のできる場でもあります。瑞穂市内でも何百名もの会員が加入されておりますが、

今、皆様の願いは、雨が降っても競技ができる全天候型施設設置を強く望んでおります。

概略については、先日、瑞穂市ゲートボール協会会員より、市長あてに陳情書を提出されて

おります。健康であれば、国民健康保険、老人保健など、また医療費等にも関連し一石二鳥で

あり、安心・安全・快適なまちづくりには、利用者の生の声、現場の声を聞き、取り組むこと

が必要かと思います。このゲートボール協会の会員の皆様方の御希望をぜひかなえていただき

ますようお願い申し上げ、私の質問を終わります。よろしくお願いします。

○議長（吉本幸一君） 福野教育長職務代理者。

○教育長職務代理者（福野 正君） 星川議員の御質問の全天候型ゲートボール場についてお答

えします。

市内には、現在、ゲートボール場の正式コートが巣南町庁舎前に２面、南ふれあい広場に１

面コートがあります。さらに、牛牧の北部防災コミュニティセンターには雨天でも使用できる

ゲートボール場の複合施設があります。そのほかにもゲートボール場ができる施設としまして

は、西・中ふれあい広場、糸貫川運動公園などがあります。市内ではスポーツ少年団から社会

人まで、多くの市民の皆さんが「一学習・一スポーツ・一奉仕」を合言葉に活発に活動してお

られまして、スポーツ関係各種団体からスポーツ施設の要望が多数出てきておりますが、財政

的にも多額の投資的経費が必要となりますので、体育協会などの関係機関と十分協議をして、
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長期的展望のもとに順次整備をしてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、５番 太田定敏君の発言を許します。

○５番（太田定敏君） ５番 太田です。

議長の許可を受け、質問させていただきます。

今年度、総務課より２回の講習の案内が届き、私は７月の３日間の講習、災害ボランティア

コーディネーター、岐阜県主催、梶原知事より修了証書を受理しました。また、10月に２日間

に防災組織リーダー研修会を受講いたしました。大変勉強になりました、感謝しております。

また、この二つの講習に岐阜県では瑞穂市の受講者が一番多かったと受けとめております。東

海地震、東南海地震、南海地震、また複合型地震がここ10数年以内に必ず来ると言われており

ます。この被害は想像を絶する大規模なものと考えられます。それに備えて、自主防災につい

て御質問いたします。

岐阜県の市町村長で私が調べた結果、地震に対しての危機感はあるが、その対策を真剣に取

り組んでいる市町村はあまりありません。瑞穂市も現在、地震防災に対していろいろとやって

おられることはわかっておりますが、早期に取り組んでいただきたいと思います。

要望でございますが、災害ボランティアコーディネーター、Ｖネット岐阜研修会で、行政に

災害が発生する前に取り組んでいただきたいことを次のように要望いたします。災害時にボラ

ンティアコーディネーターの本部の設置場所を早目に決めておいていただきたい。これは、市

外地からボランティアを有効にコーディネーターする仕事でございます。続きまして、社会福

祉協議会が窓口になってボランティアを養成していると思いますが、こういう場合にボランテ

ィア保険ですね、この辺のところを少し御説明をいただきたいということをお願いします。そ

れからもう一つ、市外地からのボランティアだということが、災害があったとき、目印として、

例えば腕章、帽子、チョッキ等を事前に瑞穂市で用意ができないものか、ひとつ考えていただ

きたいところです。それと、仮に震度５ないし６の地震が発生したときの自主防災訓練を実施

し、市民に危機感を持ってもらうように取り組んでもらいたいと思います。答弁をひとつよろ

しくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 関谷総務部長。

○総務部長（関谷 巌君） ただいまの太田議員さんの質問にお答えをいたします。

自主防災訓練についての見直しということでございますけれども、これまでそれぞれの地域、

自治会におきまして、非常時を想定されまして防災訓練を実施していただいております。昨年

度の状況では、穂積地区で24団体で訓練を実施していただいております。このうち16団体が自

主防災組織というものでございます。また、旧巣南地区では町主催の防災訓練を主催いたしま

して、当時、区長会でも参加をしていただいたという経緯でございます。
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議員御指摘のように、現在、東海地震、そしてまた東南海地震などの危険が懸念されており

ます。市民お一人おひとりに防災意識を強く持っていただきますよう、消防防災関係機関等の

指導も得ながら、今後、指導してまいりたいというふうに考えております。

また、防災組織が網羅されていない地域におきましてもその必要性と機運を高めまして、地

域住民が防災意識を強く持っていただくよう、そして防災組織が育っていくよう、これから指

導するといいますか、お願いをしてまいりたいというふうに考えております。いざというとき

に、まずみずからの身を守り、家族を守り、地域を守るというのが昨今の防災の考え方でござ

います。各地域に自主防災組織を組織し、情報提供あるいは県が推進しております自主防災の

地域活動を推進する方向で進めてまいりたいというふうに考えております。太田議員さんには、

講習会、そして研修会に自主的に出席されまして、地域のリーダーとして御指導いただいてい

ますので、今後におきましてもお力添えをいただきますようお願いをいたします。

なお、災害時のコーディネーターの設置場所につきましても、今後検討させていただきます。

ボランティア保険につきましても、そしてまたそういった組織に対する帽子とかはっぴ等のこ

とにつきましても、これから検討をさせていただくということでお願いをしたいと思います。

以上で答弁とさせていただきます。

〔５番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、太田議員。

○５番（太田定敏君） １点だけお願いいたします。

今言われましたように、自治会で個々にやっている自主防災を市として全市で一度そういう

実施を検討していただきたいと思います。市長さん、いかがでしょうか。市全体でですね、お

願いいたします。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） この問題は一遍よく消防なんかとも協議して、どのようにやるかという

問題もありますので、よく考えさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、６番 日高 清君の発言を許します。

○６番（日高 清君） ６番 日高と言います。

きょうは２点について質問をいたしたいと思います。まず１点目には、市民サービスを考え

るということで御意見を申し上げたいと思います。

合併をするときの大きな条件の一つの柱として、負担は軽く、サービスは高くということを

住民にアピールしてまいりました。現在約７ヵ月半を経過した今、そのきざしが見えてこない

という声が聞こえてまいります。合併をしたからといって、直ちに効果が出るということは思

いません。しかし、サービス面においては考えられることはあると思います。例えば今月予定

されている、もう済んだかもしれませんけれども、乳がん検診が旧巣南地区１ヵ所で行われる
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ということですが、どうしてなのか。旧穂積地区では行われないのか。サービスの低下ではな

いかという声が聞こえてまいります。この件は一つの例でありますが、大きな予算を必要とす

る事業については一考すべきかもしれませんが、軽微な事業についてはサービス面を重視して

いくことも必要と思いますが、いかがでしょうか。こういった心遣いが住みよいまち、住んで

よかったまちにつながっていくのではないかと思います。

二つ目の件ですが、議会だよりの理解度を高めるにはということで御質問いたしたいと思い

ます。議員の数が多く、一般質問も多くなることはわかります。そのため、一般質問の内容が

簡略化され、理解しにくく、質問者の思いが十分伝えられない。また、答弁についても同じこ

とが言えるのではないかと思います。予算との関係を軽視するつもりはありませんが、何とか

ならないものでしょうか。例えば、私がきょうここで質問しなければ１人少なく済むというこ

とを言われる方があるかもしれませんけれども、一人でも多くの市民が議会に関心を持ち、行

政に参加をしていただく必要があると考え、あえて質問をさせていただきました。

以上で質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 日高議員さんの住民サービスを考えるについて、御答弁させていた

だきます。

日高議員さんが例で挙げられております乳房検診につきましては、30歳から49歳までにつき

ましては穂積保健センター、50歳以上につきましては巣南の公民館で行っております。この事

業を行うに当たりまして、桜木議員さんの質問でも申し上げましたとおり、今年度、新規にマ

ンモグラフィ、いわゆるレントゲンでございますが、この事業を導入しまして乳がんの早期発

見に努めるということで、施設面でどの場所が適当かということを検討させていただきました。

穂積の保健センターでは、３階で視触診、超音波を行い、上半身裸で、ガウンを着たままです

が、１階のマンモグラフィのバスまで移動していただくということになります。そういう点も

ございまして、巣南の公民館では１階のホール前で実施でき、バスにもスムーズに行き来がで

きるということで、施設面から巣南の公民館で実施したというような経緯がございます。決し

て住民サービスをないがしろにしたことではございません。今後は、市民部事業だけでなく、

住民サービスの向上を図るよう努力してまいりたいということを思っておりますので、今後と

もひとつよろしくお願いしまして、答弁とさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） ２点目につきまして、松野市長。

○市長（松野幸信君） 議会だよりのスペースが足らないんじゃないかという御指摘かと思いま

す。私どもといたしましては、議会費のトータルとしてこの程度の中で運営をお願いしますと

いうことを申し上げておりますので、逆に言いますと、その中で議会だよりの発行の予算が足

らなければほかの費目を節約してそちらへ移すとかいうようなふうで、最も有効に議会費を使
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っていただければ非常にありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〔６番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、日高 清君。

○６番（日高 清君） 最初の住民サービスについてということですが、今、この例を挙げさせ

ていただいたのは、穂積の方からのお考えを聞いたのがきっかけでございますので、合併とい

うことになりますと、どうしてもどちらかに偏ると片方から不満、苦情が出るのは当然かなと

思うんですが、そういったことで、できる限り、今、部長からの答弁のように、住民の思いも

十分生かしながら進めていっていただけるといいかなと思います。

それから、今、市長から答弁をいただきました。中身はそのとおりだと思うんですが、しか

し、どう住民に中身を伝えていくかということになれば、これはあまり軽い問題ではないかな

と思いますので、十分そのあたりを御理解いただいて進めていただけるとありがたいなと思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（吉本幸一君） ここで、議事の都合により暫時休憩をいたします。

休憩 午後１時56分

再開 午後２時12分

○議長（吉本幸一君） ただいまの出席議員数は30人です。休憩前に引き続き会議を開きます。

７番 小川勝範君の発言を許します。

○７番（小川勝範君） 議席番号７番 小川勝範でございます。

議員さん並びに執行部の方、傍聴の方も大変お疲れでございますので、質問事項は簡単に早

く終わりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

まず初めに瑞穂市の幼稚園、保育園の今後の方向についてということで、旧巣南は平成10年

４月に幼稚園と保育園が統合をされ、保育・教育センターとなりまして、ほぼ５年が過ぎ去っ

ております。当時、統合したときは大変問題があったんですが、今は市民からも大変好評視さ

れております。現在、旧穂積町の幼稚園１ヵ所、保育園６ヵ所の方向について、今後、瑞穂市

としてどういう方向に進んでいくのか、これは多分市長がお答えされると思いますので、きち

っと市長さんもなるべく簡単に明確に答弁をしていただきたいと思います。

続きまして２点目でございます。瑞穂市の給食センター施設の統合にということで、従来、

松野市長が給食センターの統合の方向性という考え方を提示されておりますので、私の要望で

ございますが、平成16年度中に何とか予算計上をして、16年度中に完成をできないかという質

問をいたしますので、多分市長さんがお答えになると思いますので、はっきり16年度にやると

いう答弁をしていただきたいと思います。質問を終わります。

○議長（吉本幸一君） 松野市長。

○市長（松野幸信君） 小川議員の御質問にお答えさせていただきます。
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幼・保統一の問題につきましては、既に巣南町においては実施をされて、それなりの実施を

積み重ねてきておられますが、私どもとしてはその成果を見て自信を深めておるわけですが、

いい結果が出ておるというお話で、逆に自信を持ったということでございます。

穂積町の地区におきましては幼稚園が１園ございますので、現在の幼稚園と保育所６所との

バランスをどうするかという問題が一つ残ります。そのあたりを早急に検討すると同時に、私

どもとしては施設的に十分なのかということもあわせて見なければなりませんので、できるだ

け早くというと抽象的過ぎますけれども、少なくとも私は17年度にはしっかりした方向、でき

ればスタートしたいんですけれども、それができないにしても、こんな方向に持っていくとい

うものの結論だけは出したいなと、こんなふうに思います。

それから給食センターの統合でございますが、これはぜひやりたいと思っております。ただ

給食センターの場合に、建物を建てるハードだけの問題じゃなくて、あわせてこの機会に私と

いたしましては運営の問題もあわせて検討をして答えが出したいと、このように考えておりま

す。それはどういうことかといいますと、単なる給食業務をアウトソーシングにかけるという

ような単純な問題じゃなくて、補助金の絡みとかいろんな絡みの縛りがありますので、その辺

をこれから調査してみなければいけないんですけれども、極端なことを申し上げますと、給食

センターがあれだけの膨大な施設、陣容を抱えておりながら、子供たちの昼食だけやっている

わけなんですね。ですから、昼食はやれませんけれども、夕食あたりを対象にしてでも、独居

老人の方々に対しての配食サービスを組み込むことができないだろうかと。ただ、これは補助

の関係と中央官庁の縦割りが結局邪魔してくるわけですけど、その辺をどうクリアするかとい

う問題も一つの課題になるかと思いますけれども、できれば織り込んでみたいなと。こんなこ

とも考えておりますので、そのあたりを整理するということになりますと、小川議員のおっし

ゃる16年度にはやっちまえという話はちょっとスケジュール的に難しいかと思いますけれども、

この場合には16年度中にはどうするかということははっきりと答えを出したいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〔７番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、小川勝範君。

○７番（小川勝範君） 今の給食センターの問題ですが、何とか16年度中に調査費ぐらいつけて

やるという、市長さん、どうですか。その返事をしていただかないと、時間が30分ありますの

で、ちょっと返事をしてください。

○市長（松野幸信君） 予算措置が必要かどうかは別にいたしましても、少なくとも調査はやり

ます。というよりも、16年度中にはどういう形にするかという結論は出したいと思います。

○７番（小川勝範君） はい、ありがとうございます。

質問を終わります。
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○議長（吉本幸一君） 続きまして、25番 西岡妙子君の発言を許します。

○２５番（西岡妙子君） 25番 西岡妙子でございます。

私は今回、３点について御質問をさせていただきたいと思います。

まず１点目は滞納防止策としてということで、皆さんも新聞紙上等で御存じかと思います。

県では県税の滞納が年々増加しており、電話督促回数をふやしたり、あるいはショッピングセ

ンターなどに臨時納税窓口を設置したり、また毎月第４金曜日は県税の日ということで、午後

８時まで夜間窓口も開設しております。先ほど申しましたように、今回、休日納税窓口を県内

６ヵ所に設置されてやられましたところ、初日で51件、約 220万円の納付があったということ

でございます。このように、県税の収納についてもいろいろな方法で徴収向上の努力がされて

おるところでございます。

また、ことし４月に国民健康保険法改正によりまして、コンビニエンスストアでの保険料収

納が可能になったそうでございます。神戸市では、市民の中にフリーターが増加しておるとい

うことで大変収納が低下しておる。そういうことがございまして、保険料収納率を向上させる

ために、国民健康保険料のコンビニ収納代行システム導入ということをされるようでございま

す。

瑞穂市としても、催告書を送付したり戸別訪問、集合徴収など、滞納整理の努力は職員が十

分していらっしゃるとは思いますが、合併前の平成14年度の決算を見てみますと、両町で町税

の滞納額が約２億 8, 500万円。この内容を見てみますと、町税の徴収率は穂積の方で 95. 41％、

また巣南の方では 90. 61％。それと、不納欠損額も穂積の方が 2, 100万ほどございます。巣南

の方が 3, 500万。また、町税の中でも町民税の徴収率を見てみますと穂積の方が93. 8％で、ど

ういうわけか巣南の方がこの年度87. 7％ということで、９割を割っておる現状がございます。

また、国民健康保険税の方を眺めてみますと滞納額が約４億 6, 000万円、両町でこれだけござ

いました。ちょっと内容を見てみますと、穂積の方の収納率が 88. 01％、これは前年の13年度

より3. 63％下がったということでございます。また巣南の方では収納率 92. 70％、こちらの方

も2. 22％下がったということでございます。不納欠損処理の状況を見てみましても、穂積では

84件あり約 1, 445万 3, 000円ほどということですが、その内容で、行方不明者、あるいは外国

人の方で帰国されてしまったというようなことで、この金額はどうしようもなかったというよ

うなことが出ておりました。先ほどの収納率の点でも、事業報告書では、予想を上回る経済の

長期にわたる低迷により、リストラなどの被保険者の増加及び収入の低下というふうに述べら

れております。このように、増加傾向に全く歯どめがかからない状態になっておるわけでござ

います。こういう状態で合併をいたしたわけでございます。

滞納整理の決定的な方法というのは、これまでも私も各委員会でいろいろと検討をしてまい

りましたけれども、なかなか見当たらないのが本当のところでございますが、滞納防止の方策
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の一つとして、市民の納税相談も含めた休日納税窓口とか夜間納税窓口とかいった設置、ある

いは今後、これもいろんな経費もかかりますでしょうから、こういうことがいいかどうかも検

討していただきたいと思いますが、コンビニ収納代行システムの導入、こういったことも検討

していかなければならない時期に来ているのではないかと思います。いろいろ申しましたけれ

ども、とにかく市民が納税できる機会をふやすことも一つには策ではないかと思いますので、

よろしく検討をお願いしたいと思います。

二つ目は、保育所の入所状況でございます。

来年度、保育所入所募集が９月の広報に載っておりましたので、その後の状況をお聞かせ願

いたいと思います。特に３歳未満児、あるいは延長保育、特別保育、障害などを持たれておる

お子さんなどの保育などで待機児と言われる方はいらっしゃらないのか、お聞きしたいと思い

ます。

それから、長引く不況の中でどうしても共働きをしなければならない世帯が若い人の中にも

ふえてきております。そういうこともありまして、一時保育、緊急入所と書きましたけれども

途中入所ですね、そういったことについては現状どのようにされておるのか、お伺いしたいと

思います。

３点目は、いろいろ先ほども住民検診その他健康についてのいろんな市が催す検診について

お話がございましたが、私も検診の場所への足の確保をということでお尋ねしたいと思います。

市民の健康を第一とし、検診の内容の充実は少しずつされていると思います。しかしながら、

合併して不便になり困っているという声もお聞きいたします。特に女性の検診で、巣南の方面

の方からは子宮検診の場所が困ると。それからまた穂積地域の方の方からは、先ほど出ており

ましたが、50歳以上乳房検診ですね、マンモグラフィを取り入れていただいていることは本当

にありがたいと思いますけれども、それぞれ不便というか、遠くなったということでお声をい

ただいております。せめて検診時期にあわせてと申しますか、まだ乳房検診の50歳以上は半分

を超したとこだということでございますので、庁舎間のピストンバスを出すとか、コミュニテ

ィーバスを急遽巡回させるということはできないかもしれません、次年度に向けまして、どの

ように検診場所を確保していくのかということも考えながら、巡回させるとかもしていただき

たいと思います。このようにいたしまして、検診に気軽に出かけられるように足の確保をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

計画されるときに車に乗れるのが前提だというと申しわけないんですが、私はたまたま乗れ

ますのであまり、本当のことを言いますと感じませんでしたけれども、やはり歩きや自転車で

今まででしたら気軽に検診に行けたものがそういうわけにはいかなくなった。合併して先ほど

サービスが低下したということを先輩議員もおっしゃっておりましたけれども、そういうこと

ではいけないと思いますので、ひとつ命にかかわることでございます。ぜひ足の確保をお願い
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したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

お答えの内容によりまして再質問をするかもしれませんので、そのときは議長の計らい、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（吉本幸一君） １番の問題につきまして、関谷総務部長。

○総務部長（関谷 巌君） 西岡議員さんの１点目の質問についてお答えをいたします。

滞納防止策についてということでございます。

市税の徴収につきましては、当瑞穂市におきましても大変苦慮しているところであります。

御指摘をいただきましたとおり、決定的な方策というのは見つかっていません。詳細につきま

しては、御指摘がございましたとおりでございます。市といたしましても、こうした滞納繰越

分におきましても納税折衝を行うとか、納税相談による納付で翌年度繰り越しを減少させよう

と努力をしております。また口座振替の推進を行うなど、徴収率の向上に鋭意努力をしている

ところでございます。ちなみに当瑞穂市の平成14年度の現年課税分の徴収実績につきましては、

近隣の16市の中でもその率は上位を示しております。

議員御質問の中で御指摘をいただきました収納代行の件でございますが、御承知のように、

本年４月、地方自治法施行令の改正によりまして、一定の基準を満たす私人、要するにコンビ

ニエンスストア等でございますけれども、こうしたコンビニ等に税の収納事務の委託が可能と

なってまいりました。しかしながら、この取り扱いにつきましては関係機関との調整とか規則、

そして関係する帳票など、さらに情報保護、そしてまた防犯上における安全性の面など、その

対応が必要になってまいります。今後、先進自治体を参考といたしまして、滞納防止策の一環

といたしまして、御指摘をいただきましたように、前向きに検討をさせていただきたいという

ふうに考えております。御理解をいただきますようお願いをいたしまして、答弁とさせていた

だきます。

○議長（吉本幸一君） ２番、３番につきまして、松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 西岡議員さんの来年度の保育所の入所児童募集状況の関係でござい

ますが、現時点の申込状況は、市全体で申し上げますと、ゼロ歳児が３名、１歳児が49名、２

歳児が82名でございます。ゼロ歳児から３歳未満児の合計は 134名でございます。また、３歳

以上児につきましては合計で 995名でございまして、瑞穂市内全体でですが、総数といたしま

して 1, 129名となっております。また、特別保育事業のうち延長保育を実施しています保育所

につきましては、別府保育所、本田第二保育所、巣南地区の西・中・南保育・教育センターの

５ヵ所でございます。来年度延長保育を希望してみえます園児につきましては 146名となって

おります。また、障害児保育につきましてはすべての保育所で実施しており、健常児の中で一

緒に保育をしております。一部の方には入所する保育所を調整させていただきましたが、現時

点では待機児童はないものと考えております。また、一時保育につきましては牛牧第２保育所
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及び南保育・教育センターで実施しておりまして、保護者と協議の上、一時保育しております。

緊急の場合は、協議の上、受け入れる体制となっておりますので、よろしくお願いします。

３点目の検診場所への足の確保についてでございますが、子宮検診につきましては昨年と同

じ条件で２ヵ所の同じ婦人科医院の個別検診で行っておりまして、市になってから変わっては

ございません。個別検診の場合は自分で検診場所に行っていただく努力も必要かと思っており

ます。また乳房検診につきましては、日高議員と重なる点もございますが、来年度につきまし

ては旧穂積地内の検診場所を、施設面から考えまして、確保してまいりたいと思っております

ので、御理解を賜りまして、答弁とさせていただきます。

〔25番議員挙手〕

○議長（吉本幸一君） はい、西岡妙子君。

○２５番（西岡妙子君） 答弁ありがとうございました。

１点目の滞納の件につきましてですけれども、やはりこれだけの滞納額が大きく出ておりま

して合併したわけですので、この１年間でその状態がよくなっておるとは思っておりません。

それで、やはり議員もしっかりその点についてきちんと知っておかなければならないと思いま

すので、滞納の原因とか、職業、収入の状況などの、一覧表という言い方がいいかどうかはわ

かりませんけれども、内容分析をするためにもこうしたものを、プライバシーの関係もござい

ますから、そういうところはきちっとしていただきまして、前、私、給食費のことなんかでも

委員会の中で、名前は全くわかりませんけれども、どういうような状況であるかということを

詳細に出していただいたことがございますが、やはりそういうふうにして議員の方もきちっと

中身を検討して、少しでも滞納が高額になる前に対処できる方法はないのか、そういう細かい

分析をした中で対応をしていかなければならないと思いますので、ぜひそれをお願いしておき

たいと思います。

それから二つ目の件につきましては、途中入所といいますか、一時保育などもその都度対応

していただけるということで、合併して少しいろんな面で施設面にも余裕があるのかなと思っ

ておりますので、こういう時代ですので、若者が困らないように、やっぱり若い御夫婦が生活

の基盤がしっかりしてこそ市民生活もゆとりを持ってやれると思いますので、その点よろしく

お願いしたいと思います。

それから３点目の関係は、一つは総合センター内の保健センターと巣南に今度できます保健

センターですね。そうしますと、その中身といいますか、その点についてちょっと聞いておき

たいと思います。乳房検診については、来年度もう１ヵ所でもやるように努力するようなお話

をしていただきましたんですけれども、二つの保健センター、どういうふうに中身をしていく

のかということを聞いておきたいと思います。

○議長（吉本幸一君） 関谷総務部長。
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○総務部長（関谷 巌君） ただいまの１点目でございますけれども、細かい分析をするという

ことで資料ということでございますけれども、御存じのように個人情報の関係もございますの

で、資料の提供ができるかできないかということは、改めてどの程度のものかということを研

究させていただかないと、御存じのように名前が入っておりますので、それはお示しすること

はできません。それで、以前出されたのがどういったものかということを改めて研究させてい

ただいて、相談をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 西岡議員さんの、巣南の保健センターと穂積の総合センター内にあ

ります保健センターの今後の利用ということでございます。それぞれの地域のエリアの活動拠

点、保健事業につきまして、それぞれのエリアの拠点的な活動ということで利用していきたい

というふうに思っております。また、それぞれの検診につきましては、相互の施設の利用特性

を十分生かしながら工夫をしていきたいというようなことを思っておりますので、よろしくお

願いします。

○議長（吉本幸一君） 続きまして、23番 西岡一成君の発言を許します。

○２３番（西岡一成君） 私は入札制度の改善とサラ金問題について、市長自身の見解をお聞き

したいと思います。

１点目であります。談合によって、公共工事費は民間に比べて二、三割高と言われておりま

すが、市民の税金をむだ遣いしないためにも万全の談合防止策が必要であります。全国市民オ

ンブズマン連絡会議は、ことし８月、仙台市で第10回全国市民オンブズマン大会を開きました

が、落札率90％以上の工事を談合が疑われる、95％以上を談合の疑いが強いとする一方、落札

率の低い自治体の特徴は郵送入札を導入するなど、一般競争入札の徹底を進めていることだと

指摘し、各都道府県が宮城県の落札率86. 7％だったとすると約 8, 700億円の節約になり、2000

年２、３月の長野県の落札率75. 5％だったとすると約２兆 1, 000億円の節約が可能になるとの

試算を発表しております。その他の自治体の例を見てみますと、平成11年４月、工事入札につ

いて指名競争入札を全廃し、現在、条件つき一般競争入札と電子入札を導入している横須賀市

では、入札改革前には予定価格の95. 7％だった平均落札率が改善後は84から87％ぐらいまで下

がり、平成13年度で30億円の入札差金を生み出しております。また、11月４日、テレビ愛知で

夜10時から放送された番組では、一般競争入札と郵便入札を取り入れた明石市では１年間で19

億円の節約になったと言われております。さらに群馬県東村の坂本正幸村長は、県の単価表は

実勢価格とはかけ離れているとして自治体の積算基準を採用せず、民間の実勢価格で積算し、

３割は安いと言われております。

そこで、旧穂積町の平成７年５月から平成13年12月までの 5, 000万円以上の入札結果を分析

してみますと、落札価格90％以上が32件中28件で87. 5％を占め、95％以上が27件で78. 1％を占
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めております。さらに 1, 000万円から 5, 000万円の入札結果は、90％以上が 162件中 152件で

93. 8％、95％以上が 135件で83. 3％となっているわけであります。つまり全国市民オンブズマ

ンの例に倣えば、予定価格 5, 000万以上の工事の78. 1％が談合の疑いが強いということになり、

予定価格 1, 000万円から 5, 000万円までの工事の83. 3％が談合の疑いが強いということになる

わけであります。 5, 000万円以上を見てみましても、落札率の平均が95. 2％、 100％が４件で

12. 5％、99％台が６件で18. 8％、何と99％以上で31. 3％を占めているのですから、まさに限り

なく談合の疑いが強いと言わざるを得ない実態であります。この中には、昭和工業の大野町ゴ

ルフ場造成工事にかかわった大成建設が土屋組から一晩で本命業者に変わったと投書のありま

した別府水源地拡張工事も入っております。これは、大成建設が予定価格に対し 100％で落札

をいたしております。

先ほど松野市長は小寺議員の質問に対しまして、福祉について、どこで金をつくるかが問題

だというふうな答弁をされておりましたけれども、これを宮城県並みの落札率 86. 77％にする

と約７億円以上が節約できたことになり、その分を子育て支援や乳幼児医療費の無料化を就学

前まで実現したり、介護保険の保険料や利用料の減免制度を実現するなど、老人福祉の向上に

も振り向けることができたことになります。これらの状況を踏まえ、透明性、競争性、公平性

を実質的に担保し、公共事業費を節約するためにも、予定価格の事前公表、一般競争入札、電

子入札を導入すべきではないでしょうか。また、談合情報があった場合に限らず、入札時には

必ずくじ引きにより入札参加業者を半分にするなどの方法も取り入れるべきだと考えますが、

松野市長の見解を明らかにしていただきたいと思います。

２点目であります。入札時には、すべて参加業者に工事内訳書の提出を義務づけているので

しょうか。また、そのチェックはどのようになされているのでしょうか。

３点目であります。入札や契約手続の運用状況及び制度改革について、審議を行うための第

三者機関を設置すべきではないでしょうか。現状では、入札に関する機関としては、瑞穂市建

設工事等請負業者選考委員会、瑞穂市談合情報対応調査委員会があるだけであります。ちなみ

にお聞きをしておきますが、この談合情報対応調査委員会の５人のメンバーはどなたがなられ

ているのでしょうか。設置要綱第２条２項によれば、委員は市長が任命するとなっているだけ

で、どういうメンバーがなられるのかさえわかりません。

４点目であります。瑞穂市になってからの談合情報対応マニュアル等は作成されているので

ょうか。あれば、本日の議会終了時までに私の手元にコピーを届けていただきたいと思います。

５点目であります。入札閲覧要綱には設計金額も予定価格も書かれておりません。しかし、

情報公開裁判で予定価格の事後公表は確定をしているわけでありますから、これらもあわせて

記すべきではないでしょうか。

６点目であります。契約規則第10条３項は、「予定価格は、落札者となるべき者がないとき
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又は契約締結までは公開しない」とありますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。情報公

開条例第７条は公開を原則としていますが、５日の第49号議案の審議の中で関谷部長は、情報

公開条例第７条１項４号に該当し、非公開とする旨の答弁をされております。再度、同４号に

ついて、具体的に説明していただきたいと思います。

７点目であります。情報公開条例に関連してお聞きしておきたいと思いますが、同条例の運

用・解釈の手引の作成を合併前から繰り返し主張しておりますが、いつになったらできるので

ありましょうか。

次はサラ金についてであります。その第１点は、サラ金最大手の武富士の武井会長が盗聴の

疑いで逮捕され、右翼や暴力団、警察との裏でのつながりなど、その反社会的な行動が大きな

社会問題となっております。普通預金の金利が0. 02％の時代に、その１万 4, 600倍の29. 2％も

の暴利をむさぼるサラ金が、この社会に存在を許されること自体が異常な社会であります。サ

ラ金問題に取り組んでこられた宇都宮健児弁護士によりますと、フランスは社会が高利貸しは

脱税よりも悪いとみなしていて、年10％の上限金利を超える業者はすぐに告発され、摘発され

ます。ドイツも市中金利の２倍を超えると暴利となり、利息はすべて無効になります。両国と

も銀行が年10％前後の金利で消費者に貸しているので、そもそもサラ金がありませんと語って

おります。日本では暴利をむさぼるサラ金に銀行が２％程度の低金利で資金提供しており、自

殺にまで追い込んでむしり取った金をバックさせているのですから、何ともさもしい本能的資

本主義国家と言わざるを得ないわけであります。私は、サラ金・やみ金業者は人の生き血を吸

って生きる反社会的組織、社会のダニとしてせん滅すべきだと考えております。

さて、そこで以前にも質問いたしましたが、国民の10人に１人がサラ金を利用していると言

われ、若者の間にもサラ金地獄が蔓延している現状を踏まえ、瑞穂市がまず全国の先頭を切っ

て、利息制限法に違反することを理由に、サラ金の無人機を徹底的に取り締まるための条例を

つくるべきだと考えます。せめて瑞穂市内だけからでもその決意を示すことが、サラ金規制に

対する社会的機運を高めることにつながるのではないでしょうか、市長の答弁を改めて求める

ものであります。

２点目であります。私は、この１ヵ月で12件のやみ金・サラ金・クレジット等、多重債務者

の相談を受けましたが、そのうち２件は岐阜地裁に自己破産の申し立て手続を済ませ、１件は

自己破産の準備中であります。また３件が特定調停の準備中であります。そのほかサラ金との

任意整理で交渉中の事案もあります。中には、問い合わせはあったものの、その後、連絡のな

い方もおられます。相談に来られた方には、これまでの取引明細書をサラ金等に請求していた

だき、それに基づき利息制限法への引き直し計算を行います。長期で借りておられる場合は過

払いとなっている場合もありますし、サラ金の請求残高よりずっと少なくなる場合もあります。

こうした取り組みをしながら、債務残高や本人の収入状況、返済可能かどうかなどを総合的に
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勘案しながら自己破産、特定調停等の方針を決定しておりますが、いずれにいたしましてもこ

の利息制限法への引き直し計算をするだけでも大変であります。さらに陳述書やその他の書類

の作成などもあり、私の能力では手いっぱいと言わざるを得ません。年の瀬を迎える中で緊急

に手続をしなければなりませんが、とても追っつかないのが現状であります。確かに収入を無

視した無計画な浪費で多重債務者になった方もおられますが、このような方にはまず生活実態

を具体的に把握するためにも家計簿をつけるようアドバイスをしたり、生活規律についても厳

しい注文をつけたりしながら、何とか生活再建を図っていただくようにお手伝いをいたしてお

ります。ともあれこうした多重債務者が生活を再建し、正常で幸せな家庭生活を取り戻すこと

は、とりもなおさず地域社会の平和と安定にとっても重要なことであります。また、市にとっ

てもサラ金への返済を優先して滞納していた国保税や住民税も支払ってもらえるようになり、

直接的な効果も期待できるのではないでしょうか。その意味でも、専門知識を持った職員を配

置した公的相談窓口を早急に設置すべきだと思いますが、市長の答弁を求めるものであります。

以上であります。

○議長（吉本幸一君） 福野助役。

○助役（福野寿英君） まず、私の方から答弁させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

入札制度の事務執行につきましては鋭意努力いたしておるところでございますが、議員の御

質問の事項についてお答えをさせていただきたいと思います。

まず一つ目でございますけれども、予定価格の事前公表、一般競争入札制度、電子入札制度

を導入すべきではないか、また入札時にはくじ引きの方法を取り入れるべきではないかという

ことでございますが、それについてお答えいたします。

予定価格の事前公表につきましては、国土交通省並びに総務省通知でも示しておりますよう

に、公表することによりその価格が目安となって競争が制限されること、また建設業者の見積

もり努力を損なわせること、また談合が一層容易に行われる可能性があること等にかんがみて、

各公共団体で適切に判断するようにということでしております。当市におきましては、政令指

定都市等ではなく、全国一律ということではなく、地域に合った方法が適切であるというふう

に考えております。したがって、予定価格は契約の締結後公表を引き続き実施したいと考えて

おります。

また、一般競争入札、電子入札につきましては、業者の技術力、地域業者の育成等、地域性

も十分考慮しなければ、現状では電子入札、一般競争入札の技術的な問題等もございますので、

やはり現在の当市におきましては指名競争入札が適切であるというふうに考えております。

入札時のくじ引きにつきましては、くじ引きによりまして談合がなくなるというものではな

いと思っております。入札、競争に臨む姿勢が原点でありまして、入札する業者も適切な競争

－１１６－



をさせる、そして落札することが本来の目的であると考えております。よって、入札時のくじ

引きは適正な方法であるとは言いがたいというふうに思っております。

２番目の、入札参加業者に工事内訳書の提出を義務づけているか、またチェックをどのよう

にしているかということでございますが、工事内訳書の提出につきましては、すべての業者に

義務づけを現在いたしておりまして、出していただいております。これは業者に適正な根拠を

持って入札に参加させることが重要でございますので、出していただくということでございま

す。設計書と内訳書の比較をすることによりまして、その価格等の原因を追求するように活用

をいたしております。

３番目に、入札や契約手続の運用状況及び制度改革について、第三者による審議機関を設置

すべきではないか、また談合情報対応調査委員会のメンバーについてもお答えします。第三者

による審議機関の設置につきましては、現時点では設置する考えは持っておりません。談合情

報対応調査員設置要綱第２条の組織メンバーにつきましては、５月１日に瑞穂市となったばか

りでございますけれども、おかげさまで幸い談合情報はまだございませんけれども、御指摘の

とおり、対応するように早急にメンバーを選びたいというふうに思っております。

４番目の瑞穂市になってから談合情報マニュアル等は作成されているかについて、お答えを

させていただきます。談合情報対応マニュアルにつきましては旧穂積町当時のものを準用し、

新市として対応することとしております。後ほどコピーでお渡ししたいと思います。

５番目に、入札結果閲覧要綱には設計金額も予定価格も書かれていない。記入すべきではな

いかということでございます。それについてお答えします。瑞穂市公共工事入札結果等閲覧要

綱による閲覧事項につきましては、第２条による入札結果表、別紙様式１号というのでござい

ますけれども、それによって閲覧することにいたしております。これは、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律に基づいて、契約後に公表する事項として上げられるものを

閲覧に供しているものでございます。設計金額、予定価格については、公表する事項には入っ

ておりません。したがって、当市としましては、現規定の落札内容を閲覧するには十分満たし

ているものであり、現行どおりの閲覧に供したいというふうに考えております。

６番目に、契約規則第10条３項、「予定価格は、落札者となるべき者がないとき又は契約締

結までは公開しない」というふうにあることについて、その根拠はどこにあるかということに

ついてお答えをいたします。契約規則第10条第３項の規定は、「予定価格は、落札者となるべ

き者がないとき又は契約締結までは公開しない」となっております。この契約締結につきまし

ては、今回の事例は地方自治法第96条１項第８号の規定により、議会の議決に付さなければな

らない財産の取得または処分の予定価格 2, 000万円以上のものであり、市条例に沿って行うも

のであります。したがって、議会の議決後、本契約を締結するものであり、契約締結までは規

定により予定価格を公表しないというものであります。議会により本契約が締結できなくなっ
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たとき、その場合は新たに入札のやり直しを行う必要があります。さきの仮契約はなかったこ

とになるわけでございます。その場合は、予定価格の公表をしたことにより、新たな入札事務

の適正が図りにくくなるものであります。また市情報公開条例との関係につきましては、先日、

関谷総務部長が答弁いたしました情報公開条例第７条４号も含めまして、具体的には第７条第

５号イに当たるものでございます。予定価格の公開は、本契約締結後にすることが適切である

というふうに考えております。

情報公開条例の運用解釈手引の作成について及びサラ金につきましては、関係部長の方から

答弁をさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） ２点目のサラ金について、松尾市民部長。

○市民部長（松尾治幸君） 西岡議員さんのサラ金の関係についてお答えいたします。

まず最初に、サラ金無人取締条例の制定関係でございますが、いわゆる無人機による自動キ

ャッシングにつきましては、気軽に引き出し、自己管理がなされぬままに、まさしく自己規制

できずにずるずるとサラ金地獄の深みに陥る要因の一つとしてとらえるならば、無人機の設置

は社会悪、ゆゆしきことと言わざるを得ません。しかしながら、現行法上におきましては、規

制できない正当な商行為である以上は、現段階におきまして条例でもって規制することは難し

いと考えておりますので、よろしくお願いします。

２点目の多重債務者に対する公的相談窓口の設置についてでございますが、多重債務者の相

談窓口につきましては、弁護士会、司法書士会等で対応されているとお聞きしておりますが、

相談者も多く、手いっぱいの状態であることも存じております。御承知のごとく、多重債務の

処理につきましては弁護士が対応されておりまして、破産あるいは個人再生、調停、任意整理

といった手続などで解決の方向性を見出しておられるのが現状であるのかと認識しております。

本市におきましては、市が委託しております市の社会福祉協議会主催の心配事相談所におき

まして、年間52回、ほぼ毎週心配事相談、法律相談等を開催しておりますので、当該相談所に

おきまして破産調停などの制度の説明、アドバイスなどを授けているところでございますので、

御理解を賜りますようお願いしまして、答弁とさせていただきます。

○議長（吉本幸一君） 今村調整監。

○調整監（今村章二君） 情報公開条例手引の作成時期についてお答えします。

経過として、さきの９月議会で個人情報保護条例の制定について可決をいただいたわけであ

りますが、それに係る手引の作成を今進めております。それで、情報公開条例、個人情報保護

条例は密接に関係がございます。そういう中で、現在、両方の運用の手引の間の整合性を確保

しながら調整をしております。それで、今年度中を目途にそれぞれの手引の作成作業を終えた

いと考えております。以上でございます。

〔23番議員挙手〕
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○議長（吉本幸一君） はい、西岡一成君。

○２３番（西岡一成君） ほんの４分ですので、やはり30分というのは執行部への質問と答弁を

含めては短過ぎます。これは改めていただかなきゃいけないと思います。

いずれにいたしましても、今、助役が答弁されましたけれども、指摘だけしておきます。瑞

穂市建設工事等請負業者選考委員会要綱第１条、第２条、これをしっかり踏まえて、助役はど

ういう権限で私の今の質問に対して答弁をされたのか。それは執行部の見解として、松野市長

の答弁として受けとめていいというふうに私は受けとめておきます。

再質問は長くできませんので、はしょって少しだけ申し上げますけれども、やはり談合につ

いては、現在、名古屋清掃局の官民癒着が大きな事件となっているだけに、毅然とした改善策

を検討する必要があります。小寺議員も言っておられたとおり、松野市長に問題はやる気があ

るかないかなんです。先ほどの助役の答弁では全くゼロです、はっきり言って。サラ金の問題

も答弁になっていない。弁護士のところに行けない人たちがいるから、それをどうするか。弁

護士のところへ行くために、さらにやみ金・サラ金でつまんで払っておったらどうするんです

か。余りにも実態を知らない。話にならない。

前の入札の問題に戻りますけれども、やはり入札制度の改善に限らず、発注方式の研究・検

討という問題についてもお考えをいただきたいと思います。岐阜の希望社という会社が茜部に

あるそうでありますけれども、ここではＪＣＭという方式で、大体２割以上の事業費の削減を

しております。例えば、５月19日に行われました岐阜市発注の（仮称）北東部コミュニティセ

ンター及び岐阜北消防署三輪出張所建設主体工事で、予定価格４億 4, 570万を大きく下回る３

億 4, 000万円で落札をいたしております。落札率は76％となっております。この希望社の桑原

社長は、自治体が設定する公共工事の予定価格が高過ぎるからそうなんだというふうなことも

言っておられます。ですから本気でそういうところに切り込んでいく、官民癒着、そういう談

合に切り込んでいくということからすれば、もっともっと前向きにやっていただかなきゃいけ

ない。先ほど答弁で松野市長は市民との信頼が大事だと、こういうふうにおっしゃられるので

あるならば、その信頼を実質的に担保するために、談合の問題、入札制度の改善についてどう

必死で切り込んでいくのか、こういう姿勢が必要であります。そのことが全くない。そのこと

だけ申し上げて、もう時間になりましたから答弁は要りません。

○議長（吉本幸一君） 以上で本日の日程は全部終了をいたしました。

散会の宣告

○議長（吉本幸一君） 本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さんでございました。

散会 午後３時11分

－１１９－



－１２０－




